
様式 １

受付番号

貸切バス事業者安全性言平価認定委員会

　

殿

事業者名

役職・代表者名

２０２６年度

日
本
十バ
ス

　
　　
　　
　　
　

　
　
　
　
　
　　

日本バス観光株式会社

代表取締役 日本

　

一

貸切バス事業者安全性評価認定制度

　

申請

　

弊社は、貴委員会が行う２０２６年度貸切バス事業者安全性評価認定制度において、必要な以下の申請条

件を満たしていることを自認し、貸切バス事業者安全性評価認定規程を確認及び同意したうえで安全性

評価認定を受けることを申請いたします。

　

また、弊社は、貴委員会が安全性評価認定において、必要となる弊社の行政処分の累積点数及び弊社

の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関する情報を国土交通省から受けることについて同

意します。

【申請事業者概要】
フリガナ ニホンバスカンコウカブシキカイシャ

事業者名 日本バス観光株式会社
フリガナ ダイヒョウトリシマリヤク

　

ニホン

　

イチロウ

役職・代表者名 代表取締役

　　

日本

　

一郎
フリガナ トウキョウトチヨダクマルノウチ

本社所在地 〒１００－０００５

　

東京都千代田区丸の内３－４－１

代表ＴＥＬ ０３‐３２１６‐４０１１ 代表ＦＡＸ ０３‐３２１６‐４０１６

営業所数 ２

　

営業所 （貸切のみ） 車両台数 ５

　

台 （貸切のみ）

担当部署 日本営業所 １役

　

職ｉ取締役事業部長
フリガナ ニホン

　　

ジロウ

担当者名 日本

　

二郎

担当ＴＥＬ ０３－３２１６一４０１４ 担当ＦＡＸ ０３－３２１６－４０１６

メールアドレス ｎｉｈｏｎｏ９２０＠ｂｕｓ．ｏｒ．ｉｐ

　　　

。

　

運

　

ミ尋ハは 王 にメ ーノレ

　　　　

し

　　　

の で、 メ ーノレア

　

やレスキ

　

」・

　

」。※

　　　　　　　

－

※

　

担当者は申請事業者の従業員であり、 かつ申請内容を把握している者とします。

【申請条件】

事業許可取得後３年以上経過しているか。 ＠ましジ ・ ぃぃぇ

安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がない。 Ｇまし１〉． いいえ

過去２年間に、 有責の第一当事者となる死亡事故が発生していない。 ０型ジ・ ぃぃぇ
過去１年間に、 有責の第一当事者となる 「重傷者を生じた事故」、 「転

覆等の事故」、 「１０人以上の負傷者が発生した事故」 又は「悪質違反に

よる運行」 が発生していない。

＠ ゆ・ ぃぃえ

過去１年間に、１営業所１回当たり５０日車を超える行政処分を受けてい
なし、。

僅少 …ぃえ
過去に認定取消を受けた際の欠格期間に該当していない。 ＠しウ・ ぃぃぇ

※

　

この申請書を申請書類の一番上にして提出してください。

は 王 にメ ーノレ

　　　　

し

　　　

の で、 メ ーノレア

　

やレスキ

　

」・

　

」。

　　　

こ

　

い。



２０２６年度申請用基本情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【様式２‐１１

貸切バス事業者安全性評価認定制度
申請事業者基本情報

※いずれかに○印を記載してください
※新規申請の事業者は過去に申請したことが［ある

　

ない］に○印を付けてください

申請区分 Ｇ新 新規申請

現在の認定種却（

′

　

★ ＼
、
（一ツ星）
ノ

★★
（ニツ星）

★★★
（三ツ星）

過去に申請したことが

　

ある

　　

ない

（１‐１） 会社概要

会社名（正式名称） 日本バス観光株式会社

代表者役職・氏名 代表取締役

　

日本

　

一郎

本社所在地 東京都千代田区丸の内３－４－１

貸切事業営業開始年月日 １９８７年９月２１日 総社員数（全社） ２０

　　　

人

バス営業所数
（乗合・特定含む）

２ バス車両数
（乗合・特定含む）

５

　　　

両

　　

兼業の状況
（当てはまる全ての項目に

　

○を付けてください）
乗合．特定頃渉乗用・葬祭整備

加盟バス協会（複数ある
場合はすべて記載） 東京バス協会

※加盟バス協会とは、公益社団法人日本バス協会の普通会員（第二種）となっている各都道府県バス協会をいう。

（１‐２） プレスリリース情報
※貴社が認定された際にプレスリリースされる「認定事業者リスト」に表示する内容について記載してください。

①会社名表示 日本バス観光株式会社（ＮＢＡ観光）

②お客様お問い合わ
せ用電話番号

０３一３２１６一４０１１

③ホームページアドレ
ス

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｕｓ．ｏｒ．ｉｐ

①は認定リストに掲載する際に希望する会社名表示を記載してください。正式名称の他、愛称名を表示することも

可能です。またグループ会社の場合は会社名表示の後に（０００グループ）と表示することも可能です。
②は認定リストに掲載するお客様お問い合わせ用の電話番号を記載してください。
③ホームページアドレスは「ｈｔｔｐ：／／」又は「ｈｔｔｐｓ：／／」から記載して下さい。

☆安全性に対す
る取組状況
法令遵守事項

☆安全性に対す
る取組状況

　

上位事項
★事故の状況

★行政処分
の状況

☆運輸安全
マネジメント

合計

必須項目
５５点中 １０点中 １０点中 ２５点中 １００点中

最低基準点数１０点 最低基準点数１０点 基準点なし 最低基準点数１０点 最低基準点数６０点

☆の項目は、提出いただいた資料を基に採点いたしま

　

。
★の項目は、日本バス協会より運輸局に照会を行い採点いたします。
※法令遵守事項において違反が確認された場合には、失格として審査中止の扱いとし認定いたしません。
※提出いただいた資料は、本評価制度において審査する以外の目的では一切使用いたしません。

【様式２‐１１（１）会社概要



２０２６年度申請用基本情報

　

（２） 貸切バス事業規模 （２０２６年３月３１日現在）

【様式２‐２１

会社名 日本バス観光株式会社

代表者名 代表取締役

　

日本

　

一郎

本社所在地 東京都千代田区丸の内３ー４－１

貸切従事人数

　　

※１
２０

　　

人 ［内 糖 者

　

８

　

人 ら 瑞，

　

２

　　

人］

貸切営業所数 ２

　　　

１貸切
パス車両数ｆ

　　　　

５

　　　　

台

　　　　　　　　　

※３

貸切営業区域 東京都

※１…【様式２‐３１（４）貸切パス社員名簿に記載した会社の代表者、役員を含めた従事人数を記載してください。

※２…貸切パスの運転者として選任されている人数を記載してください。

※３…【様式２‐４１（５）貸切パス車両一覧に貸切バス車両に関する詳細を記載してください。

（３） 貸切バス営業所概要 （２０２６年３月３１日現在）

営業所名 営業所所在地（住所） 所属貸切バス車両数

　　

（種別内訳）
訪問※４

今回 過去

日本営業所 〒１００－０００５

　

東京都千代田区丸の内３－４－１

３

　　　　　　　　

台
〇大型

　　　　　

中型 小型

　　　

コミューター

２

　

台

　　

台
１

　

台

　　

台

新宿営業所 〒１６０－００２３

　

東京都新宿区西新宿２－８－「

２

　　　　　　　　

台
○
〆

大型

　　　　　

中型 小型

　　

コミューター

　

台 １台 ム彰 巧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小型

　　　

コミューター

Ｔ

　　　

／／グク
メ誓言

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／

　　　　　　　

／

　

１濠 階 購 所にて訪問審査カ
ギ実施されたので新宿営業所を』

　

回．署

　　　　　　　　　　　　　　

台 台

　　　

台

　　　

台

Ｔ
台

大型

　　　　

中型 小型

　　

コミューター

　

台 台

　　　

台

　　　

台

Ｔ
台

大型

　　　　　

中型 小型

　　

コミューター

　

台 台

　　　

台

　　　

台

Ｔ
台

大型

　　　　

中型 小型

　　

コミューター

　

台 台

　　　

台

　　　

台

※４…希望する訪問審査先の営業所に○印を記載してください。訪問審査を行う営業所は、過去に訪問審査を実施したことが

　　　

ない営業所を選択してください。ただし、日本バス協会から訪問する営業所を指定させていただ〈場合があります。
また、過去欄については、過去に訪問審査を実施したことがある営業所全てに○印を記載してください。

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

【様式２‐２１（２）事業規模（３）営業所概要



２０２６年度申請用基本情報
（４） 貸切バス社員名簿（２０２６年３月３１日現在） 会社名 日本パス観光株式会社

名前 年齢 生年月日 貸切バス運転者の選任年月日 役職・運行管理者・整備管理者・運

　　

転者・車掌・バスガイド 所属営業所 在籍年数 事故惹起・高齢・
初任運転者

事務局便用欄
（５．③労働時間）
ク０２４年度２０２５年度

日本

　　

一郎 ６０ １９６５年５月１５日 取締役社長 日本営業所 ３２年

　

０ケ月

２ 日本

　　

二郎 ５７ １９６８年９月９日 取締役運輸部長
嘉．全穂積鴬理煮

日本営業所 ２６年 １１ヶ月
３ 日本

　　

三郎 ５５ １９７０年１２月１日

　　

所長
統括連行．鴬理煮

日本営業所 ２４年 １０ヶ月
４ 日本

　　

花子 ５５ １９７１年２月１４日 副所長
連猛篇．理煮

日本営業所 ２４ 年

　

０ヶ月

５ 東京

　　

次朗 ５９ １９６６年１１月１日 営業主任
整備．菖．理．煮

日本営業所 ３０年

　

８ヶ月

６ 川合

　　

晴見 ３４ １９９１年５月１日 嘱託社員
運行管理者 日本営業所 ５年

　

６ヶ月

７ 田中

　　　

清 ７３ １９５２年７月１３日 １９８７年１０月１１日 運転者 日本営業所 ３９年

　

５ヶ月 高齢運転者
８ 鈴木

　　　

実 ５８ １９６８年１月５日 １９９４年８月１９日 運転者 日本営業所 ３１ 年

　

７ヶ月

９ 渡辺

　　　

正 ５５ １９７０年９月３０日 １９９７年１１月３日 運転者 日本営業所 ２８年

　

４ヶ月
ｌｏ 山本

　　

憲一 ５３ １９７２年４月３日 ２０００年８月２２日 運転者 日本営業所 ２５ 年

　

７ヶ月 事故惹起者
１１ 小林

　　　

勇 ５１ １９７４年６月６日 ２００１年３月１５日 運転者 日本営業所 ２４年

　

０ヶ月
１２ 清水

　　

久子 ３９ １９８６年９月１日 ノくスガイド 日本営業所 １５ 年

　

２ヶ月

１３ 佐藤

　　

太郎 ５０ １９７５年８月１８日

　　

所長
純遁連行．鴬理煮

新宿営業所 ２５年

　

９ヶ月

１４ 日本

　　

四朗 ４８ １９７７年８月２日 副所長
運行管理者 新宿営業所 ２０年

　

０ヶ月

１５ 加藤

　　　

弘 ４９ １９７６年１０月１９日 営業主任
整備．鴬．理．煮

新宿営業所 ２０年 １０ヶ月

１６ 石川

　　

友美 ３４ １９９１年１０月１０日 嘱託社員 新宿営業所 ６年

　

６ヶ月

１７ 井上

　　

幸男 ５４ １９７１年１０月２７日 １９９３年１０月３０日
運行管理精勤署
．．．．．．．．．運転煮．－－．．

新宿営業所 ３２年

　

５ヶ月

１８ 林

　　　

文俊 ４４ １９８１年１２月２７日 ２００３年１２月２４日 運転者 新宿営業所 ２２年

　

３ヶ月

１９ 吉田

　　　

隆 ３３ １９９３年３月１７日 ２０２５年８月１日 運転者 新宿営業所 ０年

　

７ヶ月 初任運転者
２０ 山崎

　　

光子 ３４ １９９１年５月１４日 バスガイド 新宿営業所 １１年

　

１ヶ月

名前

　　　　

年齢

　　　

生年月日

　　　

貸切バス運転者の選任年月日役職．運行管理者整備管理者．運

　　

所属営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

転者・車掌・バスガイド

①生年月日は西暦にて記載してください。
②貸切バス事業を担当している役員（社長、専務等）を含め、貸切バスの運行に係る者を記載してください。
③運転者が定年等により退職後、同一事業者にて引き続き運転者として勤務する場合の在籍年数は通算して記載してください。
④複数の事業を行っている事業者については、本社部門は貸切担当部署（課レベル）のみの記載でかまいません。
⑤運転者については貸切バスに乗務する運転者全員を記載して、「運転者」と明記してください。（乗合などの他業種や役員、管理者等の兼務も含む）
⑥過去３年間で事故惹起者・高齢運転者、過去１年間で初任運転者に該当する運転者は記載欄に記載してください。
⑦「役職・運行管理者・整備管理者・運転者・車掌・バスガイド」の欄には「安全統括管理者」、「統括運行管理者」についても記載してください。
⑧所属営業所ごとに整理し、記載してください。
⑨記載欄が足りない場合はシートを追加してください。

【様式２－３１（４）貸切バス社員名簿



会社名 日本バス観光株式会社

区
分

　

乗務員名
（運転者・車掌・
バスガイド）

年齢 所属営業所
事故惹起
高齢・初任
運転者

事務局使用欄（事業者の方は記載しないでください。）

Ｕ⑪ー１
教育記録

Ｕ⑪ー１
教育記録 Ｕ⑩ー２

運転記録
証明書

　　

Ｕ⑩ー３
「事故・災害等相当訓練」
若しくは「救急救命講習」

Ｕ⑭ー４
ドラレコ
教育記録

　　

３，◎
特定運転者適性診断

　　

Ｕ◎ー２
Ｕ◎ー１
一般診断

３．⑩
特別指導 ５．④Ｕ４

上期 下期 上期 下期 事故・災害 救急救命講習

　

１回目

　

２回目

イー．▼
田中

　　　

清 ７３ 日本営業所 高齢運転者
２ 鈴木

　　　

実 ５８ 日本営業所

３ 渡辺

　　　

正 ５５ 日本営業所

４ 山本

　　

憲一 ５３ 日本営業所 事故惹起者

５ 小林

　　　

勇 ５１ 日本営業所

６ 清水

　　

久子 ３９ 日本営業所

７ 井上

　　

幸男 ５４ 新宿営業所

８ 林

　　　

文俊 ４４ 新宿営業所

９ 吉田

　　　

隆 ３３ 新宿営業所 初任運転者
ｌｏ 山崎

　　

光子 ３４ 新宿営業所
１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２－３

　

１
乗務員の教育等に関する確認シート
※全ての乗務員（運転者・車掌・バスガイド）の氏名、年齢、所属営業所及び過去３年間の事故惹起者・高齢者、過去１年間の初任運転者の

の
①このシートは乗務員の各審査項目の実施状況の確認のため事務局で使用します。
②記載欄が足りない場合はシートを追加してください。
③所属営業所ごとに整理し、記載してください。

【様式２－３１貸切バス社員名簿確認シート



２０２６年度申請用基本情報
（５） 貸切パス車両一覧（２０２６年３月３１日現在） １

　

会社名

　　

－

　

。本バス観光株 選 轟
２－４１
－

衝突被害軽減ブレーキ以外で装着されている

　　　

先進安全装置（ＡＳＶ）の状況

１．ふらつき注意喚起装置

　　　　　

２．車線逸脱警報装置

　　　　　　　

３．車線維持支援制御ふ置

　　　　　

４．車両安定制御装置
５．ドライバー異常時対応システム

　

６．先進ライト

　　　　　　　　　　　

７．側方衝突警報装置

　　　　　　　

８．アルコール・インターロック
９．事故自動通報システム

　　　　

１０．後側方接近車両注意喚起装置 １１．統合制御型可変式速度超過抑制装置
１２．車輪脱落予兆検知装置

　　　

１３．道
’路標識注意喚起装置

社番
※ｌ
メーカー

　

種別
（大型・中型・小
型・コミユー

　

タ－）

定員ナンバープレート（登録番号：

　

車検証の
有効期間満了日

導入手段

　

※２
ドラレコ
装備
デジタコ
装備

ドラレコ
デジタコ
一体型

衝突被害
軽減ブレーキ

　

装備

街六諌言軽減ブレ

　

キ以外
で装着されている先進安全
自動車（ＡＳＶ）装置の番号を
記載して下さい。

配置営業所
（事業者の方は記載しないでくださ

　　　　

い。）

２．⑤車検証

　

７．②
保険証券

イー十・１
ＮＩ 大型 ５６ 品川

　　

２００

　

か １１１１ ２０２６年３月３１日 新車購入 ○ Ｏ ○ １．２．３ 日本営業所
２ Ｎ２ ＝菱 大型 ４６ 品川

　　

２００

　

か ２２２２ ２０２６年６月３０日 新車購入 ○ ○ ○ ○ ４．５．６．７ 日本営業所
３ Ｎ３ 日野 小型 ２９ 品川

　　

２００

　

あ ３３３３ ２０２６年９月３０日 中古購入 ○ ○ × ８．９．１０ 日本営業所
４ ＳＩ いすゞ 中型 ３６ 品川

　　

２００

　

か ４４４４ ２０２６年６月３０日 新車購入 ○ ○ ○ １．３．５．７ 新宿営業所
５ Ｓ２ 日野 コミューター １４ 品川

　　

２００

　

あ ５５５５ ２０２６年１１月３０日 新車購入 ○ ○ × ２ 新宿営業所
６

７

８

９

ｌｏ

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

記載上の注意点
①「※１」の社番は、ナンバープレートとは別に各事業者において独自に付与している車両の管理番号です。社番を付与していない場合は空欄でかまいません。
②「※２」の導入手段は「新車購入」「新車リース」「中古購入」「中古リース」「その他」のいずれかを記載してください。
③「ドラレコ装備」「デジタコ装備」「衝突被害軽減ブレーキ装備」の欄は装備がある場合は○、ない場合は×を記載してください。
④所属営業所ごとに整理し、記載してください。
⑤記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

【様式２‐４１（５）車両一覧



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

，

　

五 ±名

　　

－

　　　　　　

日

　

バス 鷺，

　　　　　　

１

１．事業計画等
①営業所・車庫・休憩仮眠施設の位置

【上位事項なし】
・営業所・車庫・休憩仮眠施設の位置は適正か。
・車庫及び休憩仮眠施設は、営業所に併設されているか。併設されていない場合には、直線
距離で約何ｋｍ離れているか記載すること。また、営業所・車庫・休憩仮眠施設の届出住所が
確認できる書類として、経営許可申請書等を営業所ごとに添付すること。
提出単位が営業所ごとのため、全ての営業所分の資料を添付してください。

資料名

　　　　　　　　　　　

添第冨の

　

配点

添付資料

　

灘 覇 ‐１需糟』支局等へ提出した‘とが確認 きる経営許可申請書更新許可申

　

必須

記載がある事業計画等の添付が必要です。
※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

営業所の
届出名称 営業所の届出住所

車庫及び休憩仮眠施設
ＢＩＩ／併設 別の場合の届出住所 営業所からの距離

日本営業所 東京都千代田区丸の内３－４－１
車庫 併設 同左 ｏｋｍ

休憩
仮眠 併設 同左 ｏｋｍ

２ 新宿営業所 東京都新宿区西新宿２－２－１
車庫 昇り 東京都新宿区西新宿２－８－２ ０．ｌ

　

ｋｍ

休憩
仮眠 別 東京都新宿区西新宿２ー８－２ ０．２ｋｍ

３
車庫 ｋｍ

休憩
仮眠

ｋｍ

４
車庫 ｋｍ

休憩
仮眠

ｋｍ

５
車庫 ｋｍ

休憩
仮眠

ｋｍ

その他
特記事項

記載上の注意点
①貸切事業を営む営業所及び車庫のみ記載してください。

　

（乗合事業のみの営業所及び車庫は記載の必要はありません。）
②記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

（ホッチキス留めはしないでください）

　　　　　　　　　

１． ①



２０２６年度申請用チ ソクリスト

１，①営業所・車庫・休憩仮眠施設の位置

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
『営業所』、『車庫』及び『休憩仮眠施設』の現在の住所が確認できる書類として、経営許可申請書や事
業計画変更届出書等を営業所ごとに添付していただきます。
【注意事項】
・添付資料のどの部分が『営業所』、『自動車車庫』及び『休憩仮眠施設』の現在の住所に該当するかカ
ラーマーカーを引くなどしてわかりやすくしてください。
・以下の内容が貴社の添付資料に記載されているかチ ソクしてください。

チ ソクリスト
貴社
チェック
審査員
チェック

“
添付資料に記載された営業所の住所と自己評価シートに記載された営業所の住所
が一致している。

○

２
添付資料に記載された自動車車庫の住所と自己評価シートに記載された自動車車
庫の住所が一致している。

○

３
添付資料に記載された休憩、仮眠及び睡眠施設の住所と自己評価シートに記載さ
れた休憩、仮眠及び睡眠施設の住所が一致している。

○

【関係法令】
一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について
運輸省自動車交通局長通達（目旅第１２８号・目環第２４１号）

１．① チェックリスト



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

」

　

会鶴竜

　

「

　　　　　

日潟雨戸板誓稼ぎ罰獄
「÷

　　　

１

１．事業計画等

　

②休憩仮眠施設の収容能力

【上位事項なし】
乗務員の休憩仮眠施設の収容能力は適正か。
休憩仮眠施設の収容能力と保守・管理担当者の名前、役職を記載すること。
また、休憩仮眠施設の写真若しくは図面を営業所ごとに添付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添繁冨の

　

配点

添付資料

　　

ｉ滋養事デ１‐１休憩仮眠施設の図面又は写真（提出単位：営業所）

　　　　　

必須

※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。
※休憩仮眠施設の確認が難しい場合は写真及び図面を提出いただくこともあります。

提出単位が営業所ごとのため、全ての営業所分の資料を添付してください。

営業所の名称 休憩仮眠施設の収容能力管理担当者名 役職

日本営業所 ３０ ｍ
２ 日本三郎 統括運

行管理者

　　

所長

新宿営業所 ２０ ｍ
２ 佐藤太郎 統括運行管理者

　　

所長

ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

１．②



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

，

　

＝ ±名

　　

ー

　　　　　　

日 バス観・，

　　　　　　

ー

１．事業計画等

　

③宿泊施設の確保状況

【上位事項なし】
・宿泊を伴う運行の際に、乗務員の宿泊施設を必要に応じて確保しているか。
・各営業所ごとに２０２５年度（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日）の最繁忙期間と繁忙理由を記
載すること。また、添付資料として最繁忙期間中の宿泊を伴う運行のうち、任意の１運行分（運
行の開始「出庫」から運行の終了「帰庫」までの運行日全部の資料）に係る乗務記録（日報）
及び運行指示書（乗務員が宿泊した施設の名称又は位置を記載したもの）を営業所ごとに添
付すること。

※宿泊を伴う運行がない営業所については、最繁忙期間中で勤務時間（出勤から退社まで）
が最も長い運行の乗務記録（日報）及び運行指示書を営業所ごとに添付すること。
※最繁忙期間とは、最も稼働台数が多い期間の中で事業者が定める任意の期間とするこ
と。

　　

資料名

の

　

泊を伴う運行のうち任意の１
「出庫」から運行の終了「帰庫」までの運行日全部の資料）に係る乗
務記録（日報）及び運行指示書（提出単位：営業所）

添付資料

　

灘 霞塾 ‐１※宿泊を伴ぅ運行がなぃ営業所は、最繁忙期間中で勤務時間（出勤から退

　

必須

社まで）が最も長い運行の乗務記録（日報）及び運行指示書
※１運行分が２日以上の場合には日数分の乗務記録（日報）及び運行指示

※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

　　

提出単位が営業所ごとのため、全て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

営業所分の乗務記録（日報）及び運行

所 の

　　　　　　

１、′該 呂

名称

　　　

２添 お

　

ｍ；のぬ

　

日（

１

　

日本営業所

２

　

新宿営業所

添付資料の対象日（出

　　

）③左記対象日の全運行数のうち宿泊を伴う運行

２０２５

　　

年 １１

　　

１

　

日

　

～ １１ 月

　

３０

　

日

　　　　

紅葉のため

２０２５

　　　　　

月

　

７

　

日

　

左記運行数

　　　

３ 運キテのうち宿泊を伴う運行

　

２ 運行

年 １２ 月

　

３１

　

日

　

～ １

　

月

　

４

　

日

　　　　

初詣のため

年

　

１

　

月

　

２

　

日

　

左記運行数

　　　

２ 運キテのうち宿泊を伴う運行

　　

運行

年

　　

月

　　　

日 ～

　　

月

　　　

日

最繁忙期間の設定が難しい場合は

愛撫き学界騒いる任意の期間

　　

年

　

月

年

　　

月

年

　　

月

年

　　

月

年

　　

月

日

　

左記運行数

　　　　

運行のうち宿泊を伴ー

　　　　

運行

日

　

～

　　

月

　　　

左記運行日（２０２６年１月２日）は新宿

　　　　　　　　　　

営業所全部で２運行あり、２運行中宿

　　　　　　　　　

泊を伴う運行は０だった（なかった）と
日

　

左記運行数

　　　

いう意味です。

日

　

～

　　　

月

　　　

日

日

　

左記運行数

　　　　

運行のうち宿泊を伴う連行

　　

運行

添幅宴の

　

配点

にリ

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

１．③



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　

」 会壮橿

　

＝ 日本パス≧観豚胴 ニゴ

　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

ｌ．事業計画等

　

④休憩仮眠施設の保守・管理

【添付資料なし】【上位事項なし】
・乗務員の休憩仮眠施設の保守・管理は適正か。
・休憩仮眠施設の保守・管理は定期的にどのように実施しているか。保守・管理方法を下
のコメント欄に記載すること。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点
法令遵守事項
必須資料 ※コメントのみ
上位事項
任意資料 なし

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

　

【コメント記載必須】

休憩仮眠施設の保守・管理業務の実施内容

〔休憩仮眠施設の保守・管理業務の実施内容に
ついて記載してください。〕

※一言であったり、内容が適切ではない場合は不可と
します。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

１．④



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　　

日本′で寿鯖莞爾

　　　　　

ＪＩ

　　　　　　　　　　　　　　

１１
－ 会社掲

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－ －
」

２．帳票類の整備、報告等

　

①事故の記録

【上位事項なし】
・事故記録が適正に記録され、保存されているか。
・事業用自動車に係る事故が発生した場合には、必要な事項を記録し、３年間の保存が必要
であるが、２０２５年度で事故記録として保存されている事故が最も多い月はいっで、その事故
件数は何件か記載すること。また、事故件数が最も多い月の事業者独自の事故記録を営業
所ごとに全て添付すること。
※対象となる事故がない場合は事故記録のフオーマットを添付すること。なお、営業所ごとに
異なるフオーマットを使用している場合は、全ての営業所のフオーマットを提出すること。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

２０２５年度で事故記録として保存されている事故が最も多い月に発生
した全ての事故の記録
（提出単位：営業所）

必須

上位事項
任意資料 なし

※添付資料は独自のフォーマットで、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

営業所の名称

　

過去１年間で
事故が最も多かった月

事故が最も多かった

　

月の事故件数

日本営業所 ２０２５

　

年

　

ｎ

　

月 ３件

新宿営業所 ２０２５

　

年

　

７月 ２件

年

　　

月 ″

　

件

年

　　

月
／
／ ／

　

件

年

　

／

　

巳

ヒ
年

　　

月 １

　　　　　

件

問わず提出してください。また、車両故障によるものも提出してください。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

２．①



２０２６年度申請用チ ツクリスト

　　　　　　　　　　

２． ① 事 故 の 記 録

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
２０２５年度で事故記録として保存されている事故が最も多い月に発生した全ての事故の記録を営業所ごと
に添付していただきます。

【添付資料に関する解説】
貸切バス事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる項目を記載し、その記録
を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において３年間保存しなければいけません。

【注意事項】
以下の内容が貴社の事故記録に記載されているかチ ソクしてください。

法令で定められた記載項目
貴社
チェック
審査員
チェック

乗務員の氏名 ○

２ 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示 ○

３ 事故の発生日時 ○

４ 事故の発生場所 ○

５ 事故の当事者（乗務員を除く。）の氏名 ○

６ 事故の概要（損害の程度を含む。） ○

７ 事故の原因 ○

８ 再発防止対策 ○

【関係法令】
旅客自動車運送事業運輸規則

　

第２６条の２

２．① チ ソクリスト



２０２６年度申請用自己評価シート

２．帳票類の整備、報告等

　

②自動車事故報告書

　　　　　　　　

　 　　１

　

会…艶福

　

１１

　　　　

÷１覇＄ＥＲ需撃震掴需
「÷÷÷

【上位事項なし】
・自動車事故報告書が適正に記録され、保存されているか。
・自動車事故報告規則に規定されている事故が発生した場合には、３０日以内に自動車事故
報告書を提出しなければならないが、２０２５年度の自動車事故報告書の提出件数は何件か記
載すること。また、報告した自動車事故報告書を全て添付すること。
※対象となる事故がない場合は運輸支局等に提出すべき国土交通大臣あての自動車事故報
告書のフオーマットを添付すること。

添幅髪斗の

　

配点資料名

法令遵守事項１

　

１２０２５年度で運輸支局等に提出した全ての自動車事故報告書（提出

　　

必須必須資料１－１単位：事業者）

”“…．……．
１
．……，Ｌ…………．……………・・－－………………………

を警報１‐１なし

添付資料

　　　

過去１年間の
自動車事故報告書の提出件数営業所の名称

日本営業所

新宿営業所

この項目では運輸支局等に提出した国土交通大臣あての「自動車事故報告書」を過去１年分の
全てを提出してください。
対象となる事故がない場合は、何も記載されていない「自動車事故報告書」の様式のみを提出
てください。

件

　

件

　

件

　

件

※自責・他責を問わず提出してください。また、車両故障によるものも提出してください。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

２．②



２ｏ２６年度申請用 自己評価シート

　　　　　

， 会社名

　　

，

　　　　　

日

　

バス

　

光

　　　　　　　

１

２．帳票類の整備、報告等

　

③乗務員台帳の記録内容

【上位事項なし】
・乗務員台帳が適正に記載され、保管されているか。
・各営業所の勤続年数の最も短い運転者１名の乗務員台帳を添付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添第瞥の 配点

添付資料

　　

法令遵守事項１

　

勤続年数の最も短い運転者１名の乗務員台帳

　　　　　　　　　

必須

　　　　　　　

必須資料１－１（提出単位：営業所）

※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。
※個人情報に係わる部分は、必要に応じて塗りつぶしてください。

直近に配属された運転者１名の乗務員台帳を営業所ごとに提出してください。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

２．③



２０２６年度申請用チ ソクリスト

　　　　　　　

２．③乗務員台帳の記録内容

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
勤続年数の最も短い運転者１名の乗務員台帳を添付していただきます。
【添付資料に関する解説】
貸切バス事業者は、事業用自動車の運転者ごとに次の項目を記載し、かつ、１１の写真（作成前６ヶ月以
内に撮影）を貼り付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、当該運転者の属する営業所に備えておか
なければいけません。

【注意事項】
以下の内容が事業者の乗務員台帳に記載されているかチェックしてください。

法令で定められた記載項目 貴社
チェック
審査員
チェック

” 作成番号及び作成年月日 ○

２ 事業者の氏名または名称 ○

３ 運転者の氏名、生年月日及び住所 ○

４ 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日 ○

５
運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記
録の番号及び有効期限

○

６ 運転免許の年月日及び種類 〇

７ 運転免許証に条件が付されている場合は、当該条件 ○

８
事故を起こした場合または道路交通法第１０８条の３４の規定による通知を受けた場
合は、その概要

○

９ 運転者の健康状態 ○

１０
旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項に基づく指導の実施及び適性診断の
受診の状況

○

１１
乗務員台帳の作成前６ヶ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の
写真

○

１２
運転者の運転の経歴（旅客自動車の運転者としての経歴） ①事業者の氏名又は
名称、②運転者として選任されている期間、③車両の種別

○

【関係法令】
旅客自動車運送事業運輸規則

　

第３７条、第３８条

２．③ チェックリスト



度申請用自己評価シート

　　　　

ー

　

五 ±名

　

ー

　　　　　　

日

　

バス観光

　　　　　　

１

帳票類の整備、報告等
運転者ではなくなった者の乗務員台帳

【上位事項なし】
・運転者ではなくなった者の乗務員台帳が適正に保管されているか。
・過去３年間（２０２３年４月１日～２０２６年３月３１日）で退職・その他の理由で運転者ではなくなっ
た者の人数と、運転者ではなくなった理由が記載してある乗務員台帳の保管方法及び保管
期間をコメント欄に記載すること。また、過去３年間で運転者ではなくなった者（任意の１名分）
の乗務員台帳を営業所ごとに添付すること。
（過去３年間に該当者がいない場合はその旨をその他特記事項に記載してください）

添第ｒ 配点資料名

添 付 資 料

　　

法令遵守事項１

　

１過去３年間（２０２３年４月１日～２０２６年３月３１日）で運転者ではなくなった者（任

　

必 須

　　　　　　　

必須資料１－

　

！意の１名）の乗務員台帳（提出単位：営業所）

　　　

繕翻１‐１なし

は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。
に係わる部分は、必要に応じて塗りつぶしてください。

過去３年間で運転者ではなくなった者（任意の１名）の乗務員台帳を営業所ごとに提出してください。
該当者がいない場合は、その旨をその他特記事項に記載してください。

営業所の名称

　　

なった者の人数

　

運転者ではなくなった者の乗務員台帳の保管方法と保管期間
（過去３年間）

保管方法

日本営業所

　　　　　　

３ 名

　　　

－

　

の つ い こ

新宿営業所

　　　　　　

１名

名

　

名

　

名

　

名

運転者ではなくなった者の乗務員台帳の保管方法と保管期間を記載してください。

名

　

名

　

名

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

２．④



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［

　　　　　　　　　　　　　　

１÷７緋蟹【ゴー

　　　　

日章バス観激闘

２．帳票類の整備、報告等

　

⑤車両台帳・車検証

【上位事項なし】
・車両台帳や車検証が適正に保管されているか。
・任意の貸切車両１両の車両台帳を添付すること。また、２０２６年３月３１日現在で有効な貸切
車両全ての車検証の写しを添付すること。（※基本情報（５）車両一覧と一致すること）

添繁宴の，配点資料名

１車両台帳（性能・点検月・保険等が記載されている任意の貸切車
両１両分）（提出単位：事業者）
２保有する貸切車両全ての有効な車検証の写し（提出単位：事業

添付資料 法令遵守事項
必須資料

上位事項
任意資料

，．・●●●●．・．．・．．・．．・．．・．．・．．．．・・．・８．・．，．・．．・．．・．．・．，．・●●●‘．・．．・．．・．．．．・．．●．・◆●・．．・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼ー．・．．・．．・．．

　　　　　　　

』①車両台帳（１両分）及び②車検証（保有する
貸切車両全て）の写しを添付すること。

て添付をお願いします。
※２０２６年４月以降に廃車や転売をしているため車検証が提出できない等の理由がある場合は、「その他特記事項」欄に提出

できない理由を記載してください。
※「電子車検証」には「有効期間の満了日する日」の記載がありませんので、２０２６年３月３１日現在で有効であることを確認いた

だき、基本情報の「貸切バス車両一覧」の該当欄「車検証の有効期間満了日」に記載して、電子車検証の写しを提出してください。

営業所の名称 車検証の枚数
（貸切車両台数）

日本営業所 ３枚

新宿営業所 ２枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

２．⑤



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　

日が罰て寿璽翻嗣
－

　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

２‘帳票類の整備、報告等
⑥事業報告書・輸送実績報告書・
安全情報報告書・原価報告書

【上位事項なし】
・事業報告書、輸送実績報告書、安全情報報告書が提出されているか。
・運輸支局等に提出した、２０２４年度又は２０２５年度の事業報告書全文、輸送実績報告書、安
全情報報告書の写しを添付すること。

　　　　　　　

口 日

　　　　　　　　　　　　　

ｏ

　　　　　　　　　

事業報告書は表紙のみでな〈事業概況報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ほか全ての書類を提出してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　

資 料

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

の

　

配 点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有無

　　　　　

１

　

１

　　　　　　　　　　　

ｉ

　

ｌ運輸支局

　　　　

た２０２４年度又は２０２５年度の次の書類全て

　　　　　　　　　　　　

１

　

１①事

　　

告書全文（提出単位：事業者）

　　

添付資料

　　

箸凝瀞 ‐１②輸送実績報告書（提出単位：事業者）

　　　　　　　　　

必須

　　　　　　　　　　　　

１

　

１③安全情報報告書（提出単位：営業所）

　　　　　　　　　　　　

１

　

１④原価報告書（提出単位：事業者）

　　　　　　

を讐繋１‐１なし

※事業報告書、輸送実績報告書に運輸支局の受付印がない場合は、「その他特記事項」に理由（オンライン申請等）を記載してください。

※「輸送実績報告書」は営業所の管轄運輸支局ごとに提出が必要です。
※「安全情報報告書」はインターネットにより「旅客自動車運送事業者報告情報管理・集計システム」（ｈｔｔｐｓ：／／～ｏｋａｋｕｓｓＪｐ／ｐｃｓ／）

　

にて報告した「一般貸切旅客自動車運送事業者安全情報報告書」の確定処理日の記載がある画面を印刷したものを提出してください。

※「安全情報報告書」は入力の際に「ログインＩＤ」と「パスワード」が必要です。入力方法等についてご不明な点は、管轄の運輸局等へ

　

お問合せくまさい。

報告書 提出年月日

事業報告書 ２０２５

　　

年

　　

５

　

月

　　

２２

　

日

輸送実績報告書
＼

　

２０２５

　　

年

　　

５

　

月 ２２

　

日

安全情報報告書 ２５

　　

年

　　

５

　

月

　　

２２

　

日

原価報告書 ＼ 年

　

５

　

月

　

２２

　

日

Ｈしていれば２０２５年
き、２０２５年度分を提出
〈ださいｏ

　　　

『

　

▼“リー‘ソ

　

ぐ‐
度分の報告書の写しを提出していた
していなけ」 “

　　

． ▲｛：☆塚鼎１－

【関係法令】

旅客自動車運送事業等報告規則第２条

　　　　　

度分の報告書縛しを
旅客自動車運送事業運輸規則第４７条の７

　　　　　

していな：ｒ “

道路運送法第９４条第１項、旅客自動車運送事業等報告規則第３条第１項

ていれば２０２５年

参考：提出期限
事業報告書…毎事業年度の経過後１００日以内

輸送実績報告書…毎年５月３１日まで
安全情報報告書…毎事業年度の経過後１００日以内

原価報告書…毎事業年度の経過後１００日以内

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

２，⑥



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　　　

　

　

　　　　 　

　　　　　

　　　　　　　　　　

３．運行管理等

　

①運行管理規程

【上位事項なし】
・運行管理規程が制定されているか。
・運行管理規程の制定日及び最新の改定日を記載すること。また運行管理規程全文を添付
すること。

※運行管理規程は事業者名の確認ができるものを添付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添ず煽ぎの

　

配点

添 付 資 料 法令遵守事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

必 須

　　　　　　

必須資料

　

‐ 運行管理規程全文（提出単位：事業者）

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

直近の運行管理規程全文を提出してください。

制

　

定

　

日 最

　

新

　

の

　

改

　

定

　

日

１９８７

　

年 １０月

　

１ 日 ２０２５

　

年

　

４ 月

　

１ 日

その他
特記事項

（ホッチキス留めはしないでください）

３．①



２０２６年度申請用チ ソクリスト

３．①運行管理規程

　

チェックリスト
【添付資料】（提出単位：事業者）
運行管理規程全文を添付していただきます。
【添付資料に関する解説】
運行管理規程には、法令で定められた運行管理者が実施すべき業務が全て記載されていなければいけませ
ん。

【注意事項】
下記チ ソクリスト（１～２４）の法令で定められた運行管理者が実施すべき業務について、貴社運行管理規程の
該当する条文を「貴社条文」の欄に記載してください。
※運行管理者の職務権限としてまとめて記載されている条文ではなく、それぞれ個別に記載されている条文を
記載してください。

運行管理規程の第何条に記載されているか提示してください。
該当箇所がない場合は空欄としてください。 襲 審査員

チ ツク

車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。 第０ 条

２
天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員に
対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること。

第０ 条

３
過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って定めた事業用自動車の運転者の勤務時間及び
乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

第 ０ 条

４ 休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設並びに睡眠に必要な施設を適切に管理すること。 第０ 条

５ 酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。 第０ 条

６
乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転を継続し、又はその
補助を継続することができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。

第０ 条

７
運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することが
できないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。

第０ 条

８
事業用首勤軍あ運転署だ対亡．点呼を行ぴご報菩を求防ぐ確認を秤びご指宗を写笑；記録亡及びぞお記録を
保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

第０ 条

９ 事業用自動車の運転者に対し、乗務記録をさせ、及びその記録を保存すること。 第０ 条

ｌｏ 運行記録司を管理し、及びその記録を保存すること。 第０ 条

１１ 運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないこと。 第０ 条

１２
事業用自動車に係る事故が発生した場合には、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所にお
いて三年間保存すること。

第０ 条

１３
運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められ
る自動車を使用すること。

第０ 条

１４
運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、事業用自動車の運
転者に携行させ、及びその保存をすること。

第０ 条

１５
選任された者その他旅客自動車運送事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運
転させないこと。

第０ 条

１６ 乗務員台帳を作成し、営業所に備え置くこと。 第０ 条

１７ 事業用自動車の乗務員に対し、指導、監督及び特別な指導を行うとともに、記録及び保存を行うこと。 第０ 条

１８ 事業用自動車の運転者に適性診断を受けさせること。 第０ 条

１９
事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合に、当該自動車に赤色旗、赤色
合図灯等の非常信号用具を備えること。

第０ 条

２０ 運行管理者の業務を補助させるための者に対する指導及び監督を行うこと。 第０ 条

２１
当該運行が旅客の運送を目的としない場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する
政令の要件を備えない者に事業用自動車を運転させないこと。

第０ 条

２２
自動車事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全
の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

第０ 条

２３ 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括すること。 第０ 条

２４ 運行に関する状況の把握のための体制の整備。 第０ 条

【関係法ｎ
旅客自動車運送事業運輸規則

　

第２１条の２、第４８条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３． ①

　

チ ソクリスト



２０２６年 度 申 請 用 自 己 評 価 シート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会 壮 者
ー
コＬ 日 本罰 板刻臨海標すＹ

３．運行管理等

　

②服務規程

【上位事項なし】
・乗務員の服務規程が制定されているか。
・服務規程の制定日及び最新の改定日を記載すること。また服務規程全文を添付すること。

※運転者、車掌（ガイド）等の職種別に服務規程を制定している場合は、各服務規程を添付
すること。
※服務規程は事業者名の確認ができるものを添付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添幅宴の

　

配点

添付資料

　　

蓄墓離野１‐ｉ服務規程全文（提出単位：事業者）

　　　　　　　　　　

必須

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

直近の服務規程の全文を提出してください。

服務規程の名称 対象者（職種） 制

　

定

　

日 最

　

新

　

の

　

改

　

定

　

日

乗務員服務規程

　

運転者
車掌・バスガイド

１９８７

　

年 １０

　

月

　

１

　

日 ２０２５

　

年

　

４ 月

　

１

　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　　

日

その他
特記事項

①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。
（ホッチキス留めはしないでください）

３．②



２０２６年度申請用チ ツクリスト

３．②服務規程（乗務員） チェックリスト

【添付資料】（提出単位：事業者）
服務規程全文を添付していただきます。
【添付資料に関する解説】
服務規程には、法令で定められた乗務員が守るべき業務が全て記載されていなければいけません。

【注意事項】
下記チ ソクリスト（１～６）の法令で定められた乗務員が守るべき業務について、貴社服務規程の該当する条文
を「貴社条文」の欄に記載してください。

　　　　　

，

　

。

　

久→ ・服務規程の第何条に記載されているか提示してください。
該当箇所がない場合は空欄としてください。

貴社
条文
審査員
チェック

・

事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、当該旅客自動車運送事業者ととも
に、第十八条第－項若し〈は第二項又は第十九条の各号に掲げる事項を実施しなければならな
い。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければな
らない。

第０条

２
第五十二条各号に掲げる物品（同条ただし書の規定によるものを除く。）を旅客の現在する事業用
自動車内に持ち込むことをしてはならない。

第０条

３ 酒気を帯びて乗務してはならない。 第０ 条

４ 事業用自動車内で喫煙してはならない。 第０条

５
旅客の現在する自動車の走行中職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をして
はならない。

第０条

６
旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をす
るときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の
安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。

第０ 条

【参考】旅客自動車運送事業連綱規則
（事故の場合の処置）
第十八条

　

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のため
に、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
－

　

旅客の運送を継続すること。
二

　

旅客を出発地まで送還すること。
三

　

前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。

（事故による死傷者に関する処置）
第十九条

　

旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる
事項を実施しなければならない。
－

　

死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
二

　

死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
三

　

遺留品を保管すること。
四

　

前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。

旅客自動車運送事業運輸規則

　

第４１条、第４９条

３．② チェックリスト



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

．

　

会社名

　　

，

　　　　　　　

日 バス

　

・，欄『

　　　　　　　

１

３．運行管理等
③運行管理者の選任

【上位事項あり】
・運行管理者が選任され、届出されているか。
・選任、届出された運行管理者及び運行管理資格保有者が「基本情報（４）貸切バス社員名簿」に記
載されているか確認すること。
・２０２６年３月３１日現在で選任されている運行管理者の氏名・役職を記載し、統括運行管理者に○を
つけること。また、運輸支局等に提出した運輸支局等の受付印のある営業所別の直近の運行管理
者全員の選任届出書を添付すること。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

運輸支局等に提出した直近の運行管理者選任届出書
（２０２６年３月３１日現在）（提出単位：営業所）

必須
」

上位事項
任意資料 Ｕ③

全ての営業所において選任義務を上回る運行管理者資格保有者を配置して
いることを証する書類。（資格者証、運行管理者試験の合格証等）
※法令遵守事項必須資料で確認できる場合は不要（提出単位：営業所）

ま× ２

営業所の名称 ≧霊勿数
選任すべき
運行管理者

　

数

選任した運
行管理者数

運行管理者名
（○印は統括運行管理者）

役職

日本営業所 ３両 ２人 ３人 ○ 日本

　

三郎

　　

所長
統括運行管理者

両 人 人 日本

　

花子 副所長
運行管理者

両 人 人 川合

　

晴見 嘱託社員
運行管理者

新宿営業所 ２両 ２人 ２人 ○ 佐藤

　

太郎

両 人 人 日本

　

四朗 副所長
運行管理者

両 人 人

両 人 人 ／
両 人 人

両 人 人

両 人 人

計 両 人 人

【上位事項を満たす要件】

① （選任すべき運行管理者の数）＜（選任した運行管理者の数）
② （選任すべき運行管理者の数）＝（選任した運行管理者の数）の場合において、選任した運行管理者以外に運行管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　

７ｍ轡堂話－－盤Ｔ・γ川下爪命士．ー＋◎ｍｎず勿点差溝ｆ．す

　

＼Ｗ白木訓１、ＯＪＵ▼＼桝ｒＷＷホム・１小野ＷＶ▼丁増“こ榊ム・７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

者の資格保有者を１名以上配置している。
※②の場合は、上位事項を証明する添付資料として「運行管理者資格者証」など、運行管理者の資格を保有している事
を証する書類を提出してください。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．③



２０２６年度申請用確認シート

３．③運行管理者の選任

　

確認シート

営業所の名称

　

運行管理者氏名
（○印は統括運行管理者）

直近の運行管理者

　　

選任日

　　

直近の講習
（一般又は基礎）受講日 事務局使用欄

※２０２４年度に運行管理者に選任され年度内の講臼を未受講の者が、過
去に貴社の営業所等の貸切ほか旅客自動車運送事業（乗合・特定・乗
用）の運行管理者であった場合には営業所名、運行管理者の選任日又
は解任日を記入してください。

営業所等の名称 運行管理者選任日 運行管理者解任日

日本営業所 ○ 日本

　

三郎 ２００８年７月２４日 ２０２４年５月３０日

日本営業所 日本

　

花子 ２０２５年１１月２２日 ２０２４年９月２２日 新宿営業所 ２０１５年４月１日 ２０２５年１１月２２日

日本営業所 川合

　

晴見 ２０１８年１１月２２日 ２０２４年４月２５日

新宿営業所 ○ 佐藤

　

太郎 ２００６年５月２４日 ２０２５年１月２５日

新宿営業所 日本

　

四朗 ２０２５年１１月２２日 ２０２５年１１月３０日

　　　　　　　　　　

－、 ‘－企；

　　　　　　

－、※２０２４年 剥こ運行管理者に選任され２０２４年度中に講習を未受講の者が、過去に貴社の営業所等の旅客自動車運送事業（貸切・乗合・乗用）の運行管理者であった

　

場合は選任又は解任が確認できる運行管理者選任届出書を添付すること。
※記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．③確認シート



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ１「了罰極言
÷ｌｉー一一 ｒ

　

一
日差バス観艶鞠

　　

÷：コ

３．運行管理等

　

④運行管理者講習

【上位事項あり】
・運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
・過去２年間（２０２４年度・２０２５年度）で独立行政法人自動車事故対策機構等が実施する基礎講
習・一般講習を受講した人数は延べ何名か。選任した運行管理者の運行管理者手帳・一般講
習の修了の証明欄の写し等を添付すること。
※選任した運行管理者が過去２年間（２０２４年度・２０２５年度）の受講を修了していない場合は理

　

由を「その他特記事項」に記載してください。
※運行管理者が過去２年間（２０２４年度・２０２５年度）に特別講習を受講している場合は運輸支局

　

等からの「運行管理者特別講習の実施について」の通知文書を添付すること。但し、貸切以

　

外の事故で特別講習を受講した場合は「その他特記事項」にその旨を記載すること。通知

　

文書の添付は必要ありません。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

選任した運行管理者全ての運行管理者手帳・一般講習修了の証明欄
等（提出単位：営業所）

必須

上位事項
任意資料 Ｕ④

全ての営業所において選任義務を上回る運行管理者資格保有者が基礎講習
又は一般講習を受講していることを証する書類。（運行管理者手帳の一般講習
の修了の証明欄等）（提出単位：営業所）

０又は×

」
一

営業所の名称

　

選任した
運行管理者の数

過去２年間で基礎講習・
殺講習を受講した人数

日本営業所 ３

　　　

名 ３

　　　　

名

新宿営業所 ２

　　　

名 ３

　　　　

名

名
運行管理者に選任した全ての運行管理者手帳の一般
講習修了証明欄等の写しを添付して〈ださい。
※上位事項任意資料については、上位事項を満たす
添付資料がある場合は○、ない場合は×を記載して〈
ださい。

名

計 名 名

【上位事項を満たす要件】
全ての営業所において次の①②を共にを満たすこと
①

　

３．③運行管理者の上位事項Ｕ③を満たすこと
② （選任すべき運行管理者の数）＜（基礎講習・一般講習を受講した運行管理者資格保有者の数）
※基礎講習・一般講習を受講した運行管理者資格保有者の数は過去２年間（２０２４年度・２０２５年度）の延べ人員

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．④



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　

－ｉ

　

会糧窄

　

Ｌ

　　　　

日．師｛罵 灘櫛爾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー －－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－

　　　　　　　

－

　

－ー

３．運行管理等

　

⑤運転者の確保

【上位事項あり】
・事業計画に従い、必要な数の運転者を確保しているか。

（ア）常時選任しなければならない運転者の中に日々雇い入れ、２ヶ月以内の期間の臨時、１４
日以下の試用期間の者が含まれていないかチ ソクし、回答欄に０か×を記載すること。

（イ）年間の事業計画を立てる際、必要な運転者の人数はどのように検討しているか。また、
必要な運転者の人数を確保するためにどのような工夫をしているか。下のコメント欄に記載
すること。

（ウ）貸切運転者と兼務運転者の数を記載すること。

　

（兼務とは貸切の他に乗合、特定、タクシー等を兼務している場合又は事務職、整備職、その他職種を兼務

　

している場合を指す。）

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料 コメントのみ 必須

上位事項
任意資料 Ｕ⑤ は× ー

①は過去の車両稼働実績に基づき、
・営業日数
・車両数
・稼働率
・稼働延べ台数
・在籍運転者数
・運転者増減
・運転者出勤可能延べ日数
・運転者充足率
等を月別に標記し、営業所ごとに運転者の過
不足を適切に把握するための表です。

設問・回答欄

２ヶ月以内の期間の臨時の者
が含まれていない。
（０か×を記載すること）

○
１４日以下の試用期間の者が
含まれていない。
（０か×を記載すること）

○ア
日々雇い入れの者が含まれ
ていない。
（０か×を記載すること）

イ

必要な運転者の人数の検討
方法 〔必要な運転者の人数の検討方法を記載してください〕

必要な運転者の人数を確保
するための工夫 〔必要な運転者の人数を確保するための工夫を記載してください〕

ウ 貸切運転者と兼務運転者の数

貸切運転者数

　

１ うち兼務運転者数

８ 人

Ｉ 人

※兼務とは貸切の他に乗合、特定、タクシー等を兼務している場合又は事務職、整備職、その他職種を兼務している場合を指す。

※ウの人員が基本情報（２）の内運転者の人数及び（４）貸切バス社員名簿の人数と一致すること。

その他
特記事項

３．⑤



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

， 会社名

　　

，

　　　　　　

日

　

バス

　

・弼

　　　　　　　

１

３．運行管理等
⑥勤務時間、乗務時間、交替運転者

【上位事項あり】
・勤務時間や乗務時間について改善基準告示を遵守しているか。また、交替運転者を適正に配
置しているか。
・勤務時間・乗務時間や交替運転者についてＪ去令を遵守するためにどのような工夫をしている
か、下のコメント欄に記載すること。
※１日の拘束時間、運転時間が予期しえない事象に遭遇し、対応時間が遅延することとなった
場合はその旨を特記事項に記載のうえ、必要な資料（公的機関のＨＰ情報等）を添付すること。

　

１※上位事項任意資料については・上位事項を満たす添付資料がある場合はｏ・ない場合は×を記載してくださいｏ匹

　　　　　　

必須資料

　

一 コメントの み

　　　　　　　　

＼ ＼

　　　　　　　

＼

　

１

　

－

　　　

．

　

捲翻Ｕ幅嚢墓園ｉ怒＊弐
２

　　　　　　　　　　　　

次の書類全て（提出単位：事業者）

　　　　　　　　　　　　

程の写し等）

　　　　　　　　　　　　　

→添付資料と合わせて、下のコメント欄に内容を記載すること。
添 付 資 料

　　

上位事項

　

Ｕ⑥ ②「改善基準告示より厳しい社内基準」を遵守していることが確認できる、任意の ○又はｘ

　　

２

　　　　　　　

任意資料

　

－２

　

運転者５名分の最繁忙期間を含む１ヶ月間の勤務実績－覧

　　　　　　　　　　　　　

※勤務実績一覧に社内基準及び改善基準告示違反がある場合は評価できませ

　　　　　　　　　　　　　

ん。

　　　　　　　　　　　　　

※改善基準告示より厳しい社内基準に期間等の定めがある場合は、それを遵守

　　　　　　　　　　　　　

していることが分かる勤務実績一覧も併せて提出してください。

　　　　　　　　　　　　　

「３．⑧」週〒二言の最繁忙期を含む１ヶ月間の、拘束時間、休息－…－－運転時間、

　　　　　　　　　　　　　

連続運転時間の４項目を管理している一覧表写し（提出単位：事業者）

　　　　　　　　　　　

＝魚 ※日頃よりパソコン等で拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間の４項目

　　　　　　　　

畳霊場

　

Ｕ を管理していることがわかる任意の運転者５名分の１ヶ月間の勤務実績一覧

　　

○又は×

　　

３

　　　　　　　　

′ハ”

　

－Ｊ

　

※勤務実績－覧に改善基準告示違反がある場合は評価できません。

　　　　　　　　　　　　　

※４項目の記載欄が数値管理されていない場合（空白・記号等）は「その他特記

　　　　　　　　　　　　　

事項ーに理由を討議してください。

必須資料

２上位事項
任意資料
Ｕ⑥
‐ｌ

上位事項
任意資料
Ｕ⑥
－２

次の書類全て（提出単位：事業者）蝕響楓臓州鰯略獅腺酪諭ミ程の写し等）
→添付資料と合わせて、下のコメント欄に内容を記載すること。
②「改善基準告示より厳しい社内基準」を遵守していることが確認できる、任意の

　

ｏ又は×運転者５名分の最繁忙期間を含む１ヶ月間の勤務実績－覧
※勤務実績一覧に社内基準及び改善基準告示違反がある場合は評価できませ
ん。
※改善基準告示より厳しい社内基準に期間等の定めがある場合は、それを遵守
していることが分かる勤務実績一覧も併せて提出してください。

２

上位事項
任意資料
Ｕ⑥
‐３

「３．⑧」週〒二言の最繁忙期を含む１ヶ月間の、胸束崎間、休息‐…－－運転時間、
連続運転時間の４項目を管理している一覧表写し（提出単位：事業者）
※日頃よりパソコン等で拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間の４項目
を管理していることがわかる任意の運転者５名分の１ヶ月間の勤務実績一覧
※勤務実績－覧に改善基準告示違反がある場合は評価できません。
※４項目の記載欄が数値管理されていない場合（空白・記号等）は「その他特記
事項ーに理由を討議してください。

０又は× ３

※「Ｕ⑥‐１」ｒＵ⑥‐２」の根拠規定が「運行管理規程」による場合は、該当箇所をマーカーや下線で示してください。
※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

勤務時間・乗務時間や交替運転者について、法令を遵守するためにどのような工夫をしている
か。

〔勤務時間・乗務時間や交替運転者について、法令を遵守するためにどのような工夫をしている
か記載してください〕

【コメン

貴社で定めている「改善基準告示より厳しい社内基準」とはどのような内容か。

拘束時間 ４週間平均で１週間当たり００時間、１日原則○○時間、最大○○時間

休息期間 継続００時間以上
運転時間 ２日平均で１日当たり００時間、４週間平均で１週間当たり００時間

連続運転時間 ○ 時間 以 内

　　　　　　　　　

ハ

　　　　　　　　　　　

ー

その他
特記事項

上位事項任意資料Ｕｑ①÷２については、コ
メント欄に内容を記載のうえ、それを証
明する労使協定書や就業規則の写しを
添付してください。

交替運転者の配置基準につい
ての記載は審査対象外です。

－２言

　

・

　

※Ｕ６－２「

　

叢

　

夕

　

止示よし

　

しい 土内

の写しを

３．⑥



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

，

　

云 ヰ

　　

ー

　　　　　　

日

　

バス

　

、，

　　　　　　

１

３．運行管理等

　

⑦点呼

【上位事項あり】
・点呼の実施及びその記録、保存は適正か。また、点呼の際にアルコール検知器を使用して
いるか。
・「１．③」で設定した繁忙日（出発日）の点呼記録簿の写し及び当該点呼記録簿が電子デー
タで保存されていることが分かる写真とアルコールチ ソク画像の撮影機器、アルコール検知
器の写真及び点呼動画に使用している撮影機器の写真を営業所ごとに添付すること。

資料名 添付資料の

　

有無 配点

必須資料

①「１．③」で設定した日の点呼記録簿
②当該点呼記録簿が電子データで保存されていることが分かる写真※－
③アルコールチェック画像の撮影機器の写真※２
④アルコール検知器の写真※３
⑤点呼動画に使用している撮影機器の写真
※１ パソコン等に保存され、フオルダ等に整理されていることが分かる画面

　

等を写真で撮影したもの
※２

　

営業所ごとの対面点呼、非対面点呼のアルコールチェック画像の撮影

　

機器を写真で撮影したもの
※３

　

営業所ごとの対面点呼、非対面点呼のアルコール検知器を写真で撮影

必須

Ｕ⑦
‐Ｉ

【対面点呼時】（提出単位：営業所）
対面点呼を行った際のアルコール検知器の測定結果を出力した記録紙
（対面点呼を行った全ての営業所から任意の１運行分を提出）
・全ての営業所において、アルコール検知器の測定データがパソコン等に保
存され、かつ記録紙（乗務員名（ＩＤ番号）日時・検知結果）の再出力が可能な
高性能タイプのアルコール検知器を使用している場合（２点）

０又は× ２

Ｕ⑦
ー２

【非対面点呼時】
次の書類全て（①、②が両方必要）
①宿泊地での飲酒禁止が定められている社内規程等（提出単位：事業者）
②非対面点呼を行った際のモバイルアルコール検知器の測定結果を出力した
記録紙（提出単位：営業所）
（非対面点呼を行った全ての営業所から任意の１連行分を提出）
※モバイルアルコール検知器から測定データが即時に営業所のパソコン等に
転送され、点呼日時、乗務員氏名（ＩＤ番号）、検知結果が保存される等、高性
能タイプを使用している場合（ＳＤカード等からパソコンへ保存は対象外）（２
点）

○又は× ２

※Ｕ⑦－２について

※添付資料は独自

※必須資料の点呼簿の年月日は、「１．③」の年月日と同日とする。

営業所の名称 点呼簿の年月日

　

※１③と同日

対面・非対面点呼ともそれぞれ該当する項目

　　　　　　

に○を記載

対面点呼 非対面点呼

高性能
タイプ 簡易型

飲酒禁止
規程
高性能
タイプ 簡易型

日本営業所 ２０２５

　

年

　

目 月

　

７日 ○ ○ ○

新宿営業所 ２０２６

　

年

　

１月

　

２日 ○ ○ ○

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑦



２０２６年度申請用チ ツクリスト

３．⑦点呼

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
法令遵守状況の確認については、「１．③」で設定した繁忙日（出発日）の点呼記録簿を添付していただ
きます。

【添付資料に関する解説】
貸切バス事業者は、点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及
び指示の内容並びに以下の事項を記録し、かつ、その記録を電磁的方法により３年間保存しなければい
けません。
また、改ざんが容易でない形で電磁的記録を保存する作業は、点呼を実施した日から１週間以内にしな
ければいけません。
【注意事項】
点呼記録簿は営業所ごとに提出してください。以下の内容が貴社の点呼記録簿に記載されているか
チ ソクしてください。

法令で定められた記載項目 貴社
チェック
審査員
チェック

（業務前点呼）

ー 点呼執行者名、運転者の氏名 ○

２
運転者が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別で
きる記号、番号等

○

３ 点呼日時 ○

４ 点呼方法（対面、電話、その他） ○

５ 運転者の酒気帯びの有無、アルコール検知器の使用の有無 ○

６ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況 ○

７ 日常点検の状況 ○

８ 指示事項、その他必要な事項 ○

業務途中点呼（中間点呼）

９ 夜間長距離運行を行う場合、業務の途中に電話その他の方法により点呼を実施 ○

（業務後点呼）

１０ 業務前点呼の１～５の事項の全て ○

１１ 自動車、道路及び運行の状況 ○

１２ 交替運転者等に対する通告、その他必要な事項 ○

【関係法令】

旅客自動車運送事業運輸規則

　

第２４条、第５０条

３．⑦ チェックリスト



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　

「 嚢極 言÷Ｌ

　　　　

日；獅くスキ観船脚

　　　　

ｉ

３．運行管理等

　

⑧乗務記録（日報）

【上位事項なし】
乗務記録の作成・活用は適正か。
「３．⑦」で添付した点呼記録簿に係る運行のうち、勤務時間（出勤から退社までの時間）が最も
長い乗務員について、営業所ごとに乗務記録（日報）の写しを添付すること。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

・「３，⑦」で添付した運行のうち、勤務時間（出勤から退社までの時
間）が最も長い乗務員の１運行分の乗務記録（日報）
（提出単位：営業所）

必須

上位事項
任意資料 なし

営業所の名称 乗務記録の年月日※３．⑦と同日 デジタコ導入率

日本営業所 ２０２５

　

年

　

１１ 月

　

７日 １００．０

　　

％

新宿営業所 ２０２６

　

年

　

１ 月

　

２日 １００．０

　　

％

年

　　

月

　　

日 ％ｏ

　

／

年

　　

月

年

　　

月

　　

日 ％

年

　　

月

　　

日 吸ｏ

年

　　

月

　　

日 ％

年

　　

月

　　

日 ％ｏ

年

　　

月

　　

日 ％ｏ

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑧



２０２６年度申請用チ ソクリスト

　　　　　　　　　

３． ⑧乗務記録（日報） チ ソクリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
「３．⑦」で添付した点呼記録簿に係る運行のうち、勤務時間（出勤から退社までの時間）が最も長い乗
務員について、営業所ごとに日報の写しを添付していただきます。また、以下の内容が貴社の乗務記録
に記載されているかチェックをしてください。

法令で定められた乗務記録の記載項目 貴社
チェック
審査員
チェック

運転者名 ○

２ 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示 ○

３ 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地及び乗務した距離 ○

４ 運転者が交替した場合は、その地点及び日時 ○

５ 休憩または仮眠をした場合は、その地点及び日時 ○

６ 睡眠が必要な運行を指示した場合は、睡眠施設の名称及び位置 ○

７ 報告が義務付けられた事故・遅延等が発生した場合は、その概要及び原因 ○

８ ガイドが乗務した場合は、ガイド名 ○

９ 旅客が乗車した区間 ○

関係法ｎ
旅客自動車運送事業運輸規則

　

第２５条

主な記載内容の確認（法令の遵守）
貴社
チェック
審査員
チェック

１０ 発地及び着地 ○

１１１日の拘束時間 ○

１２１日の運転時間 ○

１３１日の運転距離 ○

１４１回の休憩時間 〇

【関係法令等】
道路運送法

　

第２０条
厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

３．⑧ チェックリスト



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　

「

　

套

　

名

　

１ 日本ハス観光㈱

　　　　　

１

３．運行管理等

　

⑨運行記録計
【上位事項あり】
・運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
・「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運行記録計の写し及びデジタルタコグラフを全車
両に導入していることが分かる資料を添付すること。
・また、運行記録計の内容に基づき、どのように乗務員教育（特定の運転者に対する特別指導
は除く）に活用しているか下のコメント欄に記載すると共に、衝突被害軽減ブレーキ装置及び
衝突被害軽減ブレーキ以外のＡＳＶ装置を導入し装着していることが確認できる資料（車両番
号が確認できるメーカー取り付け証明書や仕様書及び納品書等）を提出すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　

資料名

　　　　　　　　　　　

浄鶏糞の

　

配点

　　　　　　　　　　　

ｌ

　

ｉ「３，⑨」で添付した乗務記録（日報）に係るデジタルタコグラフ出力

　　　　　　　　　　　

１

　

１データ及びデジタルタコグラフを全車両に導入していることが分かる

　　　　　　　　

誓暴話芋１‐１資料（車両ごとに装着が確認できる請求書又は領収書、マスター

　　

必須

　

‐

　　　　　　　　　　　

１

　

１データ、全車両分のデジタルタコグラフ出力データ等）

　　　　　　　　　　

１

　

…（提出単位：営桑所）

　　　　　　　　

一一一

　

…ｉ茨あ書類挙ぞ覆る鴬年度あ往意あｉ連綿て提出軍被事業者ｒ…－………－……………＝

　　　　　　　　　　　　

１

　

１①教育が必要な運転者の基準を示した書類
マスターデータとは、

　　　　

１

　

１②連行記録計又はデジタルタコグラフを活用して個別に教育を実施

　　　　　　　　　　　　　　　

２
ーＩ

メーカー、

ていることが分かる書類

上位事項
任意資料 ０点

　　　　　　　　　　　

又は

　　

４

　　添付資料

１両につき２種類以上の装置を装着した車両割

・車線逸脱警報装置
・車両安定性制御装置
・先進ライト

上位事項
任馨資料 ‐３１

・側方衝突警報装置

　　　

・アルコール・インターロック

　　

又は×

　

４

　　　　　　

、

　

シスーム

　　　　　　　　　　　

・

を－記

※添付資料の運行記録計は、「３．⑧」乗務記録と同一連行のものとする。

称 ⑧ 乗務員教育活用方法

日本営業所 ２０２５

　

年

　

ｎ 月

　

７日 〔運行記録計の内容に基
づき、どの

ように乗務員教育に活用しているか
記載して〈ださい〕新宿営業所 ２０２６

　

年

　

１月

　

２日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

その他
特記事項

①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

２０２６／２／２６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３， ⑨



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

ｕ

　

‐７萎ギヰ曜－
－

　

ー』

　　

－－－－－－－
日扇再（ス，糞覗護誓『鰍 １１

３．運行管理等

　

⑲運行指示書

【上位事項なし】
・運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
・「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運行指示書の写しを添付すること。また、乗務記録
（日報）と運行指示書との整合性の確認はどのような方法で行っているか、下のコメント欄に記載
すること。

添ィ澱抑

　

配点資料名

添付資料

　　

窟濃警１‐１「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運行指示書（提出単位：営業所）

　

必須

※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。
※契約型の輸送の場合は、運行指示書に替えてスターフでも可とします。

指定された運行指示書を営業所ごとに提出してください。

※添付資料の運行指示書は、「３．⑧」乗務記録と同一運行のものとする。

営業所の名称 運行指示書の年月日 乗務記録（日報）と運行指示書との整合性確認方法

日本営業所 ２０２５

　

年

　

１１ 月

　

７日 〔乗務記録（日報）と運行指示書との
整合性をどのように確認しているか記
載してください〕新宿営業所 ２０２６

　

年

　

１ 月

　

２日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

コメン

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑲



２０２６年度申請用チ ソクリスト

　　　　　　　　　

３． ⑲運行指示書

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
営業所ごとに 「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運行指示書を添付していただきます。

【添付資料に関する解説】
本評価項目では、以下の３点について確認します。
① 法令で定められた運行指示書の記載項目を網羅しており、また、記載項目に空欄はないか。
② 発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしていないか。
③ 改善基準告示に違反した運行を行っていないか。

【注意事項】
以下の内容が貴社の運行指示書に記載されているかチェックしてください。

法令で定められた運行指示書の記載項目
貴社
チェック
審査員
チェック

一 運行の開始及び終了の地点及び日時 ○

２ 乗務員の氏名 ○

３ 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時 ○

４ 旅客が乗車する区間 〇

５ 運行に際して注意を要する箇所の位置 ○

６ 乗務員の休憩地点及び休憩時間（休憩がある場合に限る。） ○

７ 乗務員の運転または業務の交替の地点（運転または業務の交替がある場合に限る。） ○

８ 睡眠に必要な施設の名称及び位置 ○

９ 運送契約の相手方の氏名または名称 ○

１０その他運行の安全を確保するために必要な事項 ○

関 鷺

　

ｎ
旅客自動車運送事業運輸規則

　

第２１条、第２８条の２

３．⑲ チェックリスト



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

ー

　

五 ±名

　

■

　　　　　　

日

　

バス

　

光

　　　　　　

１

３．運行管理等

　

⑪乗降時の安全確保

【上位事項なし】
・駐停車禁止場所での乗降は行わず、乗降時の安全確保に努めているか。
・旅客の乗降時の安全確保について、どのような方法で乗務員等に周知徹底しているか下
のコメント欄に記載すること。また、周知徹底したことが確認できる書類又は写真を添付する
こと。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

旅客の乗降時の安全確保の方法について、乗務員等に周知徹底し
たことが確認できる教育記録簿又は周知・徹底したことが確認でき
る掲示物等の写し又は写真（提出単位：事業者）

必須

上位事項
任意資料 なし

※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

【コメント記載欄（必須）】

旅客の乗降時の安全確保について、どのような方法で乗務員等に周知、徹底しているか。

〔旅客の乗降時の安全確保について、どのような方法で乗務員等に周知、徹底し
ているか記載してください。〕

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑪



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　

日 福バラ誓隣国面翻←

　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　

芸評議竺・

　

一

３．運行管理等

　

⑰営業区域

【上位事項なし】

　　　

１１国 国 璽 警添付した乗務記録（日報）に係る運送申郷 国 三 司
・営業区域を遵守した運送を行っているか。
・「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運送申込書を添付すること。

「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運送申込書

　　　　　　

必須
（提出単位：営業所）

法令遵守事項
必須資料添付資料

を誓書霊－１なし
※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。
※契約型の輸送の場合は、運送申込書に替えて契約書等でも可とします。
※運送申込書の発地及び着地にインバウンドに係る臨時営業区域が含まれる場合は許可書を添付してください。

※添付資料の運送申込書は「３．⑧」乗務記録と同一運行のものとする。

営業所の名称 運送申込書の運行年月日 営業区域

日本営業所 ２０２５

　

年 １１ 月

　

７日
東京都内

新宿営業所 ２０２６

　

年

　

１ 月

　

２日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑰



２０２６年度申請用チェックリスト

　　　　　　　　　　

３． ⑰ 営 業 区 域

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位；営業所）
発着地点を確認するために、「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運送申込書を営業所ごとに１
枚ずつ提出していただきます。

【添付資料に関する解説】
本評価項目では、以下の２点について確認します。
①発着地点は営業所の区域内か。
② 法令で定められた運送申込書の記載項目を網羅しており、また、記載項目に空欄はないか。

【注意事項】
以下の内容が貴社の運送申込書に記載されているかチェックしてください。

法令で定められた記載項目 貴社
チェック
審査員
チェック

” 申込者の氏名または名称及び住所または連絡先 ○

２ 運送契約を結ぶ者の氏名または名称及び住所 ○

３ 旅客の団体の名称 ○

４ 乗車申込人員 ○

５ 乗車定員別または車種別の車両数 ○

６ 配車の日時及び場所 ○

７
旅行の日程（出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊または待機を
要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの）

○

８ 運賃の支払方法 ○

９ 運賃の割引の適用 ○

１０ 特約事項 ○

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款

　

第５条

記載内容の確認（法令及び社内規則の遵守）
貴社
チェック
審査員
チェック

１１ 発地及び着地 ○

関係デ

　

ｎ
道路運送法

　

第２０条

３．⑰ チェックリスト



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

』

　

芸社堪， ＝

　　　　　

ｆ扇局酷寒鱗鞭縄

　　　

『

３．運行管理等

　

⑲運送引受書

【上位事項なし】
・運送引受書の作成・交付・保存は適正か。
・「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運送引受書を添付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添幅纂斗の

　

配点

添付資料

　　

法令違守事項１

　

１「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運送引受書

　　　

必須

　　　　　　

必須資料１一１（提出単位：営業所）

捲翻１－１なし
※添付

　

・は

　　

のフオーマットで

　

、 い

　

せん

　

、Ａ４

　

にム

　

， 小のつス、 ・

　

い

全営業所分の３．⑧で添付した乗務記録（日報）に係る運送引受書を提出してください。

営業所の名称 運送引受書の年月日

日本営業所

　　　　

２０２５

　

年

　

１１ 月

　

７日

新宿営業所

　　　　

２０２６

　

年

　

１ 月

　

２日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　　

日

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑬



２０２６年度申請用チ ソクリスト

３．⑩運送引受書

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）に係る運送引受書を営業所ごとに１枚ずつ提出していただきます。

【注意事項】
以下の内容が貴社の運送引受書に記載されているかチェックしてください。

法令で定められた記載項目 貴社
チェック
審査員
チェック

申込者の氏名または名称及び住所並びに電話番号その他連絡先 ○
２ 運送契約を結ぶ者の氏名または名称及び住所並びに電話番号その他連絡先 ○
３ 旅客の団体の名称 ○

４
運送を引き受ける貸切バス事業者の名称、住所及び電話番号その他連絡先並びに
貸切バス事業の許可年月日・許可番号・営業区域

○

５ 乗車申込人員 ○
６ 乗車定員別または車種別の車両数 〇
７ 配車の日時及び場所 ○
８ 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時 ○

９
旅行の日程（出発時刻、終着予定時刻、宿泊または待機を要する場合はその旨そ
の他車両の運行に関連するもの）

○

１０旅客が乗車する区間 ○

１１
事業用自動車について締結されている損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任
共済契約の概要

○

１２ 乗務員の休憩地点及び休憩時間（休憩がある場合のみ） 〇
１３ 交替運転者を配置しない場合にはその理由 ○
１４ 車掌の乗務の有無 ○
１５ 乗務員の運転又は業務の交替の地点（運転又は業務の交替のある場合に限る。） ○
１６ 運行の開始及び終了の地点及び日時 ○
１７ 当該運送に係る実車走行距離及びその要する時間 ○
１８ 当該運送に係る総走行距離及びその要する時間 〇
１９ 運賃及び料金の額並びに支払い方法 ○
２０ 運賃及び料金の下限額 ○

２１ 当該運送に係る手数料又はこれに類するものを支払う場合には、その額 ○

２２ 特約事項がある時はその内容 ○
令】

旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２

３．⑬ チェックリスト



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　

－ー

　　　　

蔵 厭 熟寝閉園

　

三
一

　　　　　　　　　　　　　　　　

［
一
会 社 鱈

３．運行管理等

　

⑬指導監督等

【上位事項あり】
・乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。また、ドライブレコー
ダーを導入しているか。
・２０２５年度の指導監督指針及び法令で定められた項目（チ ンクリストの項目）を網羅した年
間教育計画書と教育記録及びドライブレコーダーを導入していることが分かる資料を添付す
ること。
なお、教育で使用した教材・資料そのものは添付しな‘て結構です。

添ィ澱靭

　

配点資料名

　　　

…

　　

…２０２５年度の指導監督指針を網羅した年間教育計画書とこれに沿って実施さ
法令遵守事項１

　

１れた運転者に対する教育記録、及びドライブレコーダーを全車両に導入して

　

必 須必須資料１ー１いることがわかる資料。（車両ごとに装着が確認できる請求書又は領収書、
マスターデータ、ドライブレコーダーと車両の写真等）（提出単位：事業者）

さおき至業務賞で車掌りゼズガ才戸を誉おｙだ
上位評価用ＩＵ⑭１半年に１回以上２年連続（２０２４年度・２０２５年度）で教育を実施した記録と年

　

。又は×

　　

２任意資料１‐１１間教育計画書

目驚罰２６年３月ぎ１．目“当回似ｆご至運転者のＴ・運転．．．＝．………．一…”…．・添付資料

懲蟹国 璽墓墓豊麗茎藁蒙
る書類（全員分の証明書の写し、ｏ又－川

上位評価用 ⑩１害等への遭遇を想定した訓練、若しくは救急救命講習を実施した記録・参加 ○又は×

　　

２任意資料１‐３１者リスト（教育記録等）と写真

掴声優壷勝義醇葵搬宴象園耀霧謡凝議電導ｏ又－川
※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

※上位事項任意資料については、上位事項を満たす添付資料がある場合は○、ない場合は×を記載してください。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑭



２０２６年度申請用チ ツクリスト

　　　　　　　　　　

３． ⑭ 指 導 監 督 等

　

チ ソクリスト

【添付資料】（提出単位：事業者）
法令遵守事項については、２０２５年度の指導監督指針を網羅した年間教育計画書及びこれに沿って実施
された教育実施記録を提出していただきます。
【添付資料に関する解説】
貸切バス事業者は、指導監督指針及び法令で定められた項目について、運転者に教育・訓練を行い、そ
の記録を保存しなければいけません。

【注意事項】
添付資料の教育記録または年間教育計画に以下の内容のそれぞれに貴社の計画月を記載してくださ
い。

貴社
計画月
審査員
チェック

一 事業用自動車を運転する場合の心構え ４

　

月

２ 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 ４

　

月

３ 事業用自動車の構造上の特性 ９

　

月

４ 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 １

　

月

５ 旅客が乗降する時の安全を確保するために留意すべき事項 ７

　

月

６ 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況 ５

　

月

７ 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 ２

　

月

８ 運転者の運転適性に応じた安全運転 １０月

９ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法 ５

　

月

１０ 健康管理の重要性 ８

　

月

１１ 異常気象時における対処方法 ３

　

月

１２ 非常用信号用具、非常口、消火器の取扱い １

　

月

１３ 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 １１月

１４ ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転 １２月

年間教育計画表で何月に計画したのかをご記載ください。

で定められた内容

令】
指導監督指針
旅客自動車運送事業運輸規則

　

第２０条、第３８条

３．⑭ チェックリスト



２０２６年度申請用自己言平価シート

　　　

ー－」 謎宝鐘 －Ｌ一

　　　

日薫 渓 嚢櫛翻

　　　

－－
」

３．運行管理等

　

⑯適性診断
【上位事項あり】
・人身事故を起こした者（事故惹起者）、高齢である者（高齢運転者）、新たに雇い入れた者（初任運転
者）（以下、「特定の運転者」という）に対して国土交通省が認定する機関（独立行政法人自動車事故
対策機構等）が行う適性診断を受診させているか。
・それぞれについて過去３年間（２０２３年４月１日～２０２６年３月３１日※初任運転者のみ過去１年間（２０２５
年４月１日～２０２６年３月３１日））に適性診断を受診した人数を記載し、全員の適性診断結果を添付する
こと。（基本情報（４）貸切バス社員名簿記載の運転者が対象）
なお、提出資料は受診者の写真や名前、日付等が記載されている診断結果の１ページ目のみを提
出してください。
※対象となる特定の運転者がいない場合は添付資料不要です。
※初任運転者には、新たに雇い入れた貸切バス運転経験者も含みます。

添第嬰の

　

配点資料名
１

　

～２０２６

　

３

　

３１

　　

こ

　　　　　　　　　　

卓三こメ・
（運転者の氏名、受診日、実施機関、診断種別が確

法令遵守事項１

　

１認できる表紙）の提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

必須必須資料１－１※初任運転者のみ過去１年間（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日）

　　　

１

　

１※対象の運転者がいない場合は０名と記載してください。（提出単位：事業

一．．．．．．．．，．．，．．．Ｌ－－．．１観．－－，．－－．．．－－－－…………

上位事項ｉＵく⑯博志蓄繋製兜２豊年繋婆悪日窪ま堅豊年３月夢Ｌ型三陸尊のき
運雲云者以外の全員 （

　　　

，
任意資料１－１１髪遥桂謬餅姿診

朕罰や
間白髪劉銅崩した縦診

」
日三歎漣殻

釈
出単位事業者）

）ス１小

　　

１
添付資料

国土交通大臣が認定する「適齢診断」を６５歳以上７５歳未満の全運転者に
対し２年（２０２４年４月１日～２０２６年３月３１日）に１回以上受診させていること
証する書類（提出単位：事業者）
適齢診断の受診頻度が

上位事項ＩＵ⑮１①２年に１回受診

　

１点
任意資料１ー２１②毎年度受診

　　　

２点 又は× ２

※適齢診断受診票など
※毎年度受診させている場合は、２年度分の書類を提出してください。
※２０２５年度中に６５歳になった運転者の場合は、２０２５年度中に受診してい

※「Ｕ⑯‐２」について、６５歳以上７５

　

未満の運

　　

カ

　　

日していない場ロ、 Ｕ ‐１」 ・

　

こ

※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

営業所の名称

　　　　　　　　　　　　　　

、

　

の運 云

　　　　　　　　　　

事故惹起者

　　　

高齢運転者

日本営業所

　　　　　　　　　　　　　

ー 名

　　　　　　　

， 名

　　

の適性診断結果は受診日・

　　　　　　　　

受診人数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名・受診した機関、診断種別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

が確認できる資料を提出し

受診人数

　　　　　　　

○ 名

　　　　　　　

○ 名

　　

ださい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※上位事項任意資料につし新宿営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は、上位事項を満たす添付資
受診人数

　　　　　　　　　

名

　　　　　　　　　

名

　　

料がある場合は○、ない場合

　　　　　　　　　　　　

【

　　　　　　　　　　

ｎ

　　　

は×を記載してください。

受診人数

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

受診人数

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

受診人数

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

受診人数

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

受診人数

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

受診人数

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

　　　　　　　　

名

※１人の特定運転者が複数回、 性診断

　

受診している日口は、延べ人

　

で記 ・して

　

こ

　

い。

※記載の受診人数と適性診断結果の枚数を一致させてください。
※対象となる運転者がいない場合は０名と記載してください。

その他
特記事項

記載上の濡慧歯ー・

①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑮



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　

ｒ 「 到 罷言「

　　　　

日・メ ス観勢割譲許

　　　　

１

３．運行管理等

　

⑯特別指導

【上位事項なし】
・特定の運転者（事故惹起者、初任運転者、高齢運転者）に対して指導監督指針及び法令で定められ
た特定運転者ごとの項目、所定時間（高齢運転者は除く。）の特別指導を行っているか。
・それぞれについて過去３年間（（２０２３年４月１日～２０２６年３月３１日）※初任運転者のみ過去１年間（２０２５
年４月１日～２０２６年３月３１日））で特別指導を実施した人数を記載し、「３．⑯」で添付した特定の全運転
者に対して行った特別指導の教育記録を添付すること。（基本情報（４）貸切バス社員名簿記載の運転者
が対象）
なお、特別指導で使用した教材・資料そのものは添付しなくて結構です。
※対象となる運転者がいない場合は添付資料不要です。

　　　　　　　　　

３．⑮で添付した特定の運転者全
※初任運転者には、新たに雇い入れた貸切バス運転経験者も含みます。

　　

員に対して行った特別指導の教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記録資料を提出してください。

※事故惹起運転者、初任運転者の添付資料には教育記録及びハンドル時間が確認できる資料（乗務日

　

・タコ

してください。
※添付資料は独自のフォーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

営業所の名称
特定の運転者

事故惹起者 高齢運転者 初任運転者

日本営業所 特別指導
実施人数 １名 １名 ０名

新宿営業所 特別指導
実施人数 ０名 ０名 １名

特別指導
実施人数 名 名 名
特別指導
実施人数 名 名 名
特別指導
実施人数 名 名 名
特別指導
実施人数 名 名 名
特別指導
実施人数 名 名 名
特別指導
実施人数 名 名 名
特別指導
実施人数 名 名 名
特別指導
実施人数 名 名 名

※対象となる運転者がいない場合は０名と記載してください。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

３．⑬



２０２６年度申請用チェックリスト

　　　　　　　　　　　

３． ⑯ 特 別 指 導

　

チェックリスト

【添付資料】（提出単位：事業者）
法令遵守事項については、過去３年間（２０２３年４月１日～２０２６年３月３１日）※初任運転者のみ過去１年間
（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日）の指導監督指針に沿った特別指導教育実施記録を対象者全員分提
出していただきます。
【添付資料に関する解説】
貸切バス事業者は、指導監督指針及び法令で定められた項目について、特定の運転者（事故惹起者・
高齢運転者・初任運転者）に対して特別指導教育を実施し、その記録を保存しなければなりません。
初任運転者に対する特別指導は貸切バス運転者に選任される前、高齢運転者に対する特別指導は適
性診断の結果が判明後１ヶ月以内に実施することが基本です。
【注意事項】
添付資料は貴社の該当する特定の運転者（事故惹起者・高齢運転者・初任運転者）に対する特別指導
教育実施記録に下記の指導監督指針に定められた内容が記載されているかチェックしてください。

指導監督指針で定められた内容 貴社
チェック
審査員
チェック

事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間

　　

（１～６で合計１０時間以上、７で２０時間以上）

ー 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全確保に関する法令等 ○

２ 交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策 ○

３ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法 ○

４ 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項 〇

５ 危険の予測及び回避 ○

６ ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正 ○

７
安全運転の実技（ハンドル時間）２０時間以上、当該交通事故を引き起こした後、再
度、事業用自動車に乗務する前に実施していること

○

初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

　

（１～６で合計ｌｏ時間以上、７で２０時間以上）

． 事業用自動車の安全な運行に関する基本的事項 ○

２ 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法 ○

３ 運行の安全及び旅客の安全を確保するため留意すべき事項 ○

４ 危険の予測及び回避 ○

５ 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 ○

６ ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正 ○

７
安全運転の実技（ハンドル時間）２０時間以上、初めて貸切バスの運転者に選任さ
れる前に実施していること

○

高齢運転者に対する特別な指導の内容 （教育時間の定め無し）

．
適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応
じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導 ○

旅客自動車運送事業運輸規則

　

第３８条
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３． ⑯

　

チ ツクリスト



２０２６年度申請用確認シート

３．⑯特別指導実施状況確認シート（事故惹起者、初任運転者のみ）
過去３年間（２０２３年４月１日～２０２６年３月３１日）で事
故惹起者に該当する運転者がいる場合は○をして
ください。

営業所名 １ 日本営業所 ー運転者氏名 山本憲－１ 事故惹起者

　

１ ０「罰凝昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

初任運転者

　　　　　

ゃ一‘全一雪－座

　　　　

学（１ ６で台言計１０時笥以上） 安全連戦の美”【（ハンドノ′時間で合 ２０時間以 、｝′

　

指導内容
チェックリストの

　

項目
教育日 教育時間 指導者氏名 事務局使用欄 教育日 教育時間

（ハンドル時間）

ハンドル時間を確認できる添付資料（該当
箇所に○）

指導者氏名驚霊
乗務日報 チャート紙 デジタコ

指導監督指針で
定められた内容「１」

２Ｏ２６年１月１７日 ２

　

時間

　

００

　

分

　

所長
日本

　

三郎
２０２６年１月２２日 ６

　

時間

　

１５

　

分 ○ ○ 運転者
鈴木

　

実
指導監督指針で
定められた内容「２」

２０２６年１月１７日 ２

　

時間

　

００

　

分

　

所長
日本

　

三郎
２０２６年１月２３日 ５

　

時間

　

３０

　

分 ○ ○ 運転者
鈴木

　

実
指導監督指針で
定められた内容「３」

２０２６年１月２０日 ２

　

時間

　

１０

　

分

　

所長
日本

　

三郎
２０２６年１月２５日 １

　

時間

　

３０

　

分 ○ ○ 運転者
鈴木

　

実
指導監督指針で
定められた内容「４」

２０２６年１月２０日 ２

　

時間

　

２０

　

分

　

所長
日本

　

三郎
２０２６年１月２６日 ５

　

時間

　

４０

　

分 ○ ○ 運転者
鈴木

　

実
指導監督指針で
定められた内容「５」

２０２６年１月２１日 ２

　

時間

　

２０

　

分

　

所長
日本

　

三郎
２０２６年１月２７日 ４

　

時間

　

１５

　

分 Ｏ ○ 運転者
鈴木

　

実
指導監督指針で
定められた内容「６」

２０２６年１月２９日 ２

　

時間

　

２０

　

分

　

所長
日本

　

三郎
２０２６年１月３０日 ６

　

時間

　

００

　

分 ○ ○ 運転者
鈴木

　

実

時間

　　　

分 時間

　　　

分

時間

　　　

分 時間

　　　

分

時間

　　　

分 時間

　　　

分

時間

　　　

分 時間

　　　

分

合計 １３

　

時間

　

１０

　

分 ２９

　

時間

　

１０

　

分

※本確認シートは運転者１名につき１枚作成してください。
（事故惹紀者・初件運転者が複数いる場合は‐シート存コピーして使用してください。）

※事故惹起者又は
初任運転者のいずれかに○

、初任運転者がいない場合は記載いただく必要はありません。
②確認シートに記載した内容（教育日、教育内容、教育時間等）と添付資料の内容は必ず一致させてください。
③座学の指導内容（番号）は「３．⑩特別指導

　

チェックリストの指導監督指針」の１～６の番号ですので該当する教育日、教育時間（ハンドル時間）、指導者氏名を記載してください。
④「ハンドル時間を確認できる添付資料」は該当する資料に「○」をつけてください。
⑤初任運転者の特別指導は、座学ｌｏ時間以上、実技（ハンドル時間）２０時間以上の教育が必要となります。貸切バスの運転者に選任される日以前に実施されていることが確認できない場合は評価の

　

対象とはなりません。また、運転者の選任前に旅客を乗せての営業運行（実車）は法令違反となるため運転実技にはカウントいたしません。（【関係法令】旅客自動車運送事業運輸規則第３５条、

　

第３８条第２項、第４８条第１３号、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針）
⑥記載欄が足りない場合はシートを追加してください。

３．⑯特別指導実施状況確認シート



２０２６年度申請用確認シート

３．⑯特別指導実施状況確認シート（事故惹起者、初任運転者のみ）
過去１年間（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日）で
初任運転者に該当する運転者がいる場合は○を
してください。

営業所名 新宿営業所 運転者氏名 吉田

　

隆 事故惹起者 １初任運転者 １

　

指導内容
チェックリストの

　

項目
教育日 教育時間 指導者氏名嚢鰯 教育日 教育時間

（ハンドル時間）

ハンドル時間を確認できる添付資料（該当
箇所に○）

指導者氏名嚢溺
乗務日報 チャート紙 デジタコ

指導監督指針で
定められた内容「１」

２０２５年７月１７日 ２

　

時間

　

００

　

分

　

所長
佐藤

　

太郎
２０２５年７月２２日 ６

　

時間

　

１５

　

分 ○ ○ 運転者
井上

　

幸男
ず旨導監督指針で
定められた内容「２」

２０２５年７月１７日 ２

　

時間

　

００

　

分

　

所長
佐藤

　

太郎
２０２５年７月２３日 ５

　

時間

　

３０

　

分 ○ Ｏ 運転者
井上

　

幸男
指導監督指針で
定められた内容「３」

２０２５年７月２０日 ３

　

時間

　

００

　

分

　

所長
佐藤

　

太郎
２０２５年７月２５日 １

　

時間

　

３０

　

分 ○ ○ 運転者
井上

　

幸男
指導監督指針で
定められた内容「４」

２０２５年…７月２０日 ２

　

時間

　

００

　

分

　

所長
佐藤

　

太郎
２０２５年７月２６日 ５

　

時間

　

４０

　

分 Ｏ Ｏ 運転者
井上

　

幸男
指導監督指針で
定められた内容「５」

２０２５年７月２１日 ２

　

時間

　

２０

　

分

　

所長
佐藤

　

太郎
２０２５年７月２７日 ４

　

時間

　

１５

　

分 ○ ○ 運転者
林

　

文俊
指導監督指針で
定められた内容「６ ２０２５年７月３１日 ２

　

時間

　

２０

　

分

　

所長
佐藤

　

太郎
２０２５年７月３０日 ６

　

時間

　

００

　

分 ○ Ｏ 運転者
林

　

文俊

時間

　　　

分 時間

　　　

分

　　　

－７

　　　　

ー

－擬奉謝爵譲券

　　　

’

時間

　　　

分 時間

　　　

分

擬奉謝爵譲券 時間

　　　

分 時間

　　　

分

時間

　　　

分 時間

　　　

分

合計 １４

　

時間

　

ｌｏ

　

分 ２９

　

時間

　

１０

　

分

※本確認シートは運転者１名につき１枚作成してください
（事故惹起者・初任蒲転者が複数いる場合は‐シートをコピーして使用してください。）

、ずれかに○

①事故惹起有、初任運転者がいない場合は記載いただく必要はありません。
②確認シートに記載した内容（教育日、教育内容、教育時間等）と添付資料の内容は必ず一致させてください。
③座学の指導内容（番号）は「３．⑯特別指導

　

チェックリストの指導監督指針」の１～６の番号ですので該当する教育日、教育時間（ハンドル時間）、指導者氏名を記載してください。
④「ハンドル時間を確認できる添付資料」は該当する資料に「○」をつけてください。
⑤初任運転者の特別指導は、座学ｌｏ時間以上、実技（ハンドル時間）２０時間以上の教育が必要となります。貸切パスの運転者に選任される日以前に実施されていることが確認できない場合は評価の

　

対象とはなりません。また、運転者の選任前に旅客を乗せての営業運行（実車）は法令違反となるため運転実技にはカウントいたしません。（【関係法令】旅客自動車運送事業運輸規則第３５条、

　

第３８条第２項、第４８条第１３号、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針）
⑥記載欄が足りない場合はシートを追加してください。

３．⑯特別指導実施状況確認シート（２）



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

．

　

会社名

　

， 日本バス観光㈱

　　　　　

１

４．車両管理等

　

①整備管理規程

【上位事項なし】
・整備管理規程が制定されているか。
・整備管理規程の制定日及び最新の改定日を記載すること。また、整備管理規程全文を
添付すること。
※整備管理規程は事業者名の確認ができるものを添付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添幅誉の 配点

添付資料

　　

聯墓灘買１－１整備管理規程全文（提出単位：事業者）

　　　　　　　　　

必須

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

制

　

定

　

日 最

　

新

　

の

　

改

　

定

　

日

１９８７

　

年 １０月

　

１ 日 ２０２３

　

年

　

４月

　

Ｔ

　

日

直近の整備管理規程の全文を提出してください。

その他
特記事項

（ホッチキス留めはしないでください）

４．①



２０２６年度申請用チ ソクリスト

４．①整備管理規程

　

チ ソクリスト

【添付資料】（提出単位＝事業者）
整備管理規程全文を添付していただきます。

【添付資料に関する解説】
整備管理規程には、法令で定められた整備管理者が実施すべき業務が全て記載されていなければいけ
ません。

【注意事項１
下記チェックリスト（１～９）の法令で定められた整備管理者が実施すべき業務について、貴社整備管理
規程の該当する条文を「貴社条文」の欄に記載してください。
※整備管理者の職務権限としてまとめて記載されている条文ではなく、それぞれ個別に記載されている
条文を記載してください。
１整備管理規程の第何条－こ記載されているか提示してください。該当箇所がない場合は空欄としてください。

　

一員社

１

　　　　　

法令で定められた整備管理者が実施すべき事項

　　　　　　　　　

条文
審査員
チェック

日常点検の実施方法を定めること。 第 ０ 条

２ 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。 第０ 条

３ 定期点検を実施すること。 第０ 条

４ 日常点検及び定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。 第０ 条

５ 日常点検、定期点検または随時必要な点検の結果必要な整備を実施すること。 第０ 条

６ 定期点検及び整備の実施計画を定めること。 第０ 条

７ 点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。 第 ０ 条

８ 自動車車庫を管理すること。 第０ 条

９
以上掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、または監
督すること。

第 ０ 条

道路運送車両法施行規則

　

第３２条

４．① チェックリスト



２０２６年度申請用自己言平価シート

　　　

にコ蔀謬．『「

　　　　

日ョがス霊漏㈱， ；：ヨ

４．車両管理等

　

②整備管理者の選任

【上位事項なし】
・整備管理者が選任され、届出されているか。
・２０２６年３月３１日現在で選任されている整備管理者の役職、氏名を記載すること。また、
運輸支局等に提出した支局等の受付印のある整備管理者選任届出書を営業所ごとに添
付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　　　　　

著無
の

　

配点

法令遵守事項１

　

１運輸支局等に提出した直近の整備管理者選任届出書（提出単位：

　

必須必須資料１－１営業所）添付資料

運輸支局等に届出ている整備管理者選任届出書を営業所ごとに提出してください。

営業所の名称 人数 整備管理者名 役

　

職

日本営業所 １名 東京

　

次朗 営業主任
整備管理者

新宿営業所 １名 加藤

　

弘 営業主任
整備管理者

名

名

名

名

名

名

名

名

計 ２名

　

，．・・．．．・・．・．．・．．・・．・．．・・．・．．・・．・・．・・．・．．・．，．・．．・・．・・．・・・．・．．・・．・・・』

※全員分を添付すること。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

４．②



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

＝

　

会社鱈

　

［

　　　　　

日意武岡≧扇試練

　　　　

」

４．車両管理等
③整備管理者研修

【上位事項なし】
・整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
・過去２年間（２０２４年度・２０２５年度）で運輸支局等による整備管理者研修を受講した延べ人数を
記載すること。また、選任された整備管理者全員が整備管理者選任後研修を受講していることが
わかる資料を添付すること。
※選任した整備管理者が２０２４年度・２０２５年度の受講を修了していない場合は「その他特記事項」
にその理由を記載してください。なお、２０２５年度に新たに選任した整備管理者で２０２５年度に未受
講の場合は、２０２６年度末日までには受講の必要があります。

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

選任された整備管理者全ての整備管理者証（研修修了がわかる
ページ）又は整備管理者研修修了証明書等（提出単位：営業所Ｄ

‐

　　　　　　　　　　　　　　　

‐

上位事項
任意資料

営業所の名称 過去２年間で整備管理者
研修を受講した延べ人数

日本営業所 １名

新宿営業所 １名

名

名

名

名

名

名

名

名

計 ２名

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

４．③



２０２６年度申請用自己言平価シート

　　　

Ｅ 璽櫛墜 一
．－
一

　　　　

日房訳 寵露罰瞬

　　　

」１

４．車両管理等

　

④日常点検

【上位事項あり】
・日常点検基準を作成し、これに基づき日常点検を適正に行っているか。
・「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）の車両について、運行当日の日常点検表の写しを営業所
ごとに添付すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添繁宴の 配点

　　　　　

法令遵守事項１

　

１「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）の車両の運行当日の日常点検

　

必須

　　　　　　　

必須資料１－

　

ｉ表（提出単位：営業所）添付資料

　　　　　

． ・

を豊麗ＩＵ④１墓零謬掌握滋養※連署選争項が確認 ％場合も添付資料 有無
。又は× １

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願いま

　

。
※法令以上の厳しい自社基準の日常点検項目がある場合は、チェックリストの自主点検項目欄に記載して〈ださい。

全ての営業所の「３．⑧」で乗務した車両の日常点
検表を添付してください。
上位事項についてはチ ソクリストに記載した項目
以外の点検項目が日常点検表に記載されていれ‘
１点を加点します。
※上位事項任意資料については、上位事項を満た
す添付資料がある場合は○、ない場合は×を記載
してください。

営業所の名称 添付した日常点検表の

　

車両の登録番号

日本営業所 品川２００

　

か １１１１

新宿営業所 品川２００

　

か ４４４４

※添付する日常点検表は、「３．⑧」の車両のものとする。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

４．④



２０２６年度申請用チ ソクリスト

　　　　　　　　　　　

４． ④ 日 常 点 検

　

チ ソクリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
「３．⑧」で添付した乗務記録の車両の運行に係る日常点検表を営業所ごとに添付していただきます。

【添付資料に関する解説】
日常点検表には、法令で定められた点検項目にのチ ソクリストに記載された項目）が記載されていな
ければいけません。また、上位事項については、下記に記載された項目以外で、安全運行に関する自主
点検項目が１つ以上確認できる場合に加点します。

【注意事項】
以下の内容が貴社の日常点検表に記載されているかチ ソクしてください。

項目 貴社
チェック
審査員
チ ツク

項目
貴社
チェック
審査員
チ ツク

登録番号または車両番号 Ｏ 点検年月日 Ｏ

運行管理者 Ｏ 運転者（点検者）名 ○

整備管理者 Ｏ

点検箇所 点検項目 貴社 審査員 点検箇所 点検項目 貴社 審査員

運行中の異状箇所 当該箇所の異状 ○

車
両
周
り
の
点
検

灯火装置、方向

　

指示器
点灯・点滅具合、汚

　

れ、損傷
Ｏ

運
転
席
で
の
点
検

ブレーキ・ペダル
踏みしろ、ブレーキの

　　　

きき
Ｏ

タイヤ

空気圧 ○

駐車ブレーキ・し

　　

′も－
引きしる（踏みしる） Ｏ

取付けの状態

　

（△）
Ｏ

原動機

かかり具合、異音

　　

（※）
Ｏ 亀裂、損傷 ○

低速、加速の状態

　　

（※）
○ 異状な磨耗 Ｏ

ウインド・ウォツ

　　

シヤ
噴霧状態
（※）

Ｏ
溝の深さ
（※）

Ｏ

ワイパー
拭き取りの状態

　　

（※）
Ｏ

エア・タンク

　

（◎）
凝水 ○

空気圧力計

　

（◎）
空気圧力の上がり具

　　

合
Ｏ

ブレーキ・ペダル

　　

（◎）
踏みしる、ブレーキの

　　

きき（※）
Ｏ

ブレーキ・バルブ

　　

（◎）
排気音 Ｏ

目
主
点
検
項
目

※
上
位
事
項

シートベノレト 取り付け状況 Ｏ

エ
ン
ジ
ン

・
ル
ー
ム
の
点
検

ウインド・ウオツ
シヤ・タンク

液量
（※）

○ バックカメラ 作動状況 Ｏ

ブレーキのりザー

　

バ・タンク
液量 Ｏ

バッテリ
液量
（※）

○

ラジエータなどの

　

冷却装置
液
併…）

Ｏ

潤滑装置
エンジン１：

　

Ｇ
‐イルの量
…）

Ｏ

ファン・ベノレト
張り具′

　　

（…
キ、損傷
◇

Ｏ

（注）

※印の点検は、自動車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期に行えばよい。
◎印の点検箇所は、エア・ブレーキが装着されている場合に点検する。
△印の点検項目は、車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の自動車の場合に点検する。

４．④ チェックリスト



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　

１「７藷 奮言「１

　　　　

日，コ訳 需 需罰豚」－

ー

－
；；コ

４．車両管理等

　

⑤定期点検

【上位事項あり】
・定期点検基準を作成し、これに基づき適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿が保存
されているか。
・「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）の車両について、２０２５年度の３ヶ月点検の定期点検
整備記録簿の写し（計４枚

　

※内１枚は車検時の１２ヶ月点検表）を営業所ごとに添付する
こと。

※当該車両が新車・廃車・移籍等で４回分の定期点検整備記録簿がない場合は、その旨
をその他特記事項に記載し、任意の１両分の定期点検整備記録簿（内１枚は車検時の
１２ヶ月点検整備記録簿）を提出してください。

資料名

添付資料

添幅宴の 配点

必須

又は×

　

１

法令遵守事項
必須資料

　

１「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）の車両の運行に係る、２０２５年
－１度の３ヶ月点検の定期点検整備記録簿（計４枚※内１枚は車検時の

　

１１２ヶ月点検整備記録簿）（提出単位：営業所）

３．８」で…

　

・しこ

　　

記・

　

日

　　

の

　

両に 、 、ま

　

ｎで

　　

ら
た以上の頻度（１ヶ月点検・４５日点検等）で過去１年間（２０２５年度）
に定期的に点検を行っていることが分かり、点検・整備項目が確認
できる点検表（提出単位：営業所）
※点検内容が日常点検と同等のレベルでは評価の対象となりませ
ん。事業用自動車等の定期点検基準と同等のレベルの点検をす
ように取組んでください。

※添付・

　

は独

　

のフオーマットでかまいません力、Ａ４

　

にぬ大

　

小のっえ添付願いま

　

。
※定期点検整備記録簿が提出できない等の理由がある場合は、「その他特記事項」欄に提出
ください。

営業所の名称

日本営業所

新宿営業所

添付した定期点検整備記録簿の

　　

車両の登録番号

品川２００

　　　　

められた以上の頻度で

　　

、に行った点検整備記録の種別

　　

（該当するものに○印）

鷺渥０ 爆

　

２ヶ月

　　　　　　　　　

点検
１ケ月

　　　

４５日

　　　

２ケ月
点検

　

） 点検

　　　

点検
１ヶ月

　　　

４５日

　　　

２ヶ月

１ケ

　　　　　

４５

　　　　　

２ケ

点検

　　　

点検

　　　

点検
１ヶ月

　　　

４５日

　　　

２ヶ月
点検

　　　

点検

　　　

点検
１ヶ月

　　　

４５日

　　　

２ヶ月

１ヶ

　　　　　

４５

　　　　　

２ヶ

点検

　　　

点検

　　　

点検
１ヶ月

　　　

４５日

　　　

２ヶ月
点検

　　　

点検

　　　

点検
１ヶ月

　　　

４５日

　　　

２ヶ月
点検

　　　

点検

　　　

点検
ヶ月

　　　

４５日

　　　

２ヶ月

由を記載して

全ての営業所の「３．⑧」で乗務した車両の過去１年間の定期点検整
記録簿の写しを添付してください。
上位事項については法定点検よりも短い期間で定期的に点検を行っ
ていることがわかる資料の提出により１点を加点します。

※上位事項任意資料については、上位事項を満たす添付資料がある

ない場合は空白でご提出ください。

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

４．⑤



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

． 会社名

　　

，

　　　　　

日

　

バス

　

、，

　　　　　　

１

５．労基法等
①就業規則

・就業規則が制定され、届出されているか。
ア． 就業規則が制定されたのはいつか、また最後に改定されたのはいつか。

【上位事項なし】
・就業規則が制定され、届出されているか。
・就業規則の制定日、最新の改定日と労働基準監督署への届出日を記載すること。
また、就業規則全文と従業員代表または労働組合の意見書を添付すること。
※従業員数が１０名未満で就業規則を制定していない場合、その他特記事項に従業員数が１０名未満である
旨を記載してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

立

　

圭

　

Ｂ

　　　

′

配点

添付資料

資 料名

　　　　　　　　　　　　　

＼

法令遵守事項
必須資料

次の書類全て（提出単位：事業者）
①労働基準監督署に届け出た労働基準監督署の受付印のある自
社の就業規則全文
※就業規則に変更がある場合は労働基準監督署に届け出た労働
基準監督署の受付印のある就業規則変更届と就業規則の全文
②労働基準監督署に届け出た労働基準監督署の受付印のある自
社の従業員代表または労働組合の意見書

必須

上位事項
任意資料 なし

就業規則全文と意見書を提出してください。

配点

必須

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。
※オンライン申請により労働基準監督署に提出した場合は、貴社がオンライン申請で送信した際のデータを印刷したもの。

就業規則の名称 制

　

定

　

日
２０２６年３月３１日まで
で最新の改定日

労働基準監督署への届出日

従業員就業規則 １９９０

　

年 １０月

　

１日 ２０２５

　

年 １０ 月

　

１ 日 ２０２５

　

年 １１ 月

　

１日

イ． 就業規則で規定されている始業及び終業の時刻、休憩時間、休日を記載すること。

対象者 始業時刻 終業時刻 休憩時間（１日） 休日（１年間）

運転者・車掌・バスガイド・事務職等 ９；００ １８：００ １時間 １２５日

その他
特記事項

（ホッチキス留めはしないでください）

５．①



２０２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－芸湛虐÷「

　　　　　　

日露罰穴源霊園鞭蕨二

　　　

：コ

５．労基法等

　

②３６協定

【上位事項なし】
・３６協定が締結され、届出されているか。
・２０２６年３月３１日時点で有効な、労働基準監督署の受付印のある３６協定届の写しを添付
すること。

資料名

　　　　　　　　　　　

添嘘髪斗の

　

配点

添付資料

　　

法令達守事項ｌ

　

ｉ２０２６年３月３１日時点で有効な労働基準監督署に提出した３６協定届

　

必須

　　　　　　　

必須資料１ー１（提出単位：営業所）

※オンライン申請により労働基準監督署に提出した場合は、送信した際のデータを印刷したもの。

労働基準監督署に提出した３６協定届の写しを提出してください。

営業所の名称 協定の成立年月日 労働基準監督署への届出日

日本営業所 ２０２５

　

年

　

４ 月

　

１日 ２０２５

　

年

　

４ 月

　

４日

新宿営業所 ２０２５

　

年

　

４ 月

　

１日 ２０２５

　

年

　

４ 月

　

５日

年

　　

月

　　

日 年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日 年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　

日 年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　

日 年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日 年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日 年

　　

月

　　

日

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

５．②



２０２６年度申請用自己評価シート

５．労基法等

　

③労働時間

１仁霊髄 「，二

　　　

日数ぐた罰非幅≦；
－

　

； ヨ

【上位事項あり】
・労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く）
・全ての営業所において「貸切バス事業者の安全情報」の運転者の平均給与の水準が
最上位のランクとなっているか。
・一般財団法人日本海事協会（国土交通省指定認証実施団体）が実施する「働きやすい
職場認証制度」の認定を受けているか。
※法令遵守事項必須資料については、３．⑧で添付した乗務記録（日報）で確認する。
※Ｕ③－１上位事項任意資料については、教育でョ吏用した教材・資料の添付は不要です。

添１端響の

　

配点資料名

箸凝事項１‐１なし（「３．⑧」で添付した乗務記録（日報）で確認する）

擬一種雪．酸鼻
告躍署撒き蟹無善罰蓑鰯雷ｏ又－蹴

添付資料

　　

１

　

１国土交通省ＨＰにある「自動車総合安全情報」の「貸切バス事業者
上位事項ＩＵ③１の安全情報検索」から自社のペ■ジを印刷したもの

　　　　　　　

○又はｘ任意資料 ト２１（提出単位：営業所）

　　

１

　

１※全営業所の運転者の平均給与の水準が最上位ランク場合（１点）

　　　　

………・・・：＝・・…………・……・・・＝……＝・……………………………………………“……………．・…”……

上位事項ＩＵ③１２０２６年３月３１日現在で有効な働きやすい職場認証制度の登録証書 ○又は×任意資料ｉ‐３１（提出単位：営業所）

※「Ｕ③ 」について、貸切バス事業者の安全情報検索はｈｔｔｐｓ：／／ｗｖｖｗ．ｍｌｉｔ，ｇｏｊｐβｉｄｏｓｈａ／ａｎｚｅｎ／ｂｕｓ／

を参照すること。

※「Ｕ③‐２」について、最上位のランクとは「Ａ」ランクとなります。

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添・

※上位事項任意資料については、上位事項を満たす添付資料がある場合は○、ない場合は×を記載してください。

５．③

その他
特記事項



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

，

　

会社名

　　

， 日本バス観光

　　　　　　　

１

５．労基法等
④健康診断

【上位事項あり】
・所定の健康診断を実施し、その記録・保存が適正になされているか。
・事業者の中で任意の１名の運転者について、２０２５年度の定期健康診断の写し、又は
定期健康診断結果報告書を添付すること。
※入社時の健康診断では認められません。
・健康起因事故防止対策として有効な「睡眠時無呼吸症候群」「脳血管疾患」「心臓疾患・
大血管疾患」「視野障害」に対する検査を実施し健康管理を行っているか。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

必須資料
事業者の中で任意の運転者１名について、２０２５年度の定期健康診
断記録（提出単位：事業者）

必須

上位事項
任意資料
Ｕ④
‐Ｉ

運転者の健康状態や疲労状況の把握等に効果が高い、携帯型心電
計、居眠り警報装置等の機器を１台以上導入していることを証する書
類（請求書、領収書、導入していることが分かる写真等）
（提出単位：事業者）

○又は× ー

上位事項
任意資料
Ｕ④
‐２

は× ８

※添・

　　

は

　　

のフオーマッ で、 い

　　　　

、Ａ４

　

こム

　　

′、 っス

　

・

　

、

　　

合はｘを記載してください

※「Ｕ④‐１」について、居眠り警報装置等の機器は運行管理者が健康状態や疲労状況を把

※「Ｕ④ー２」について、国土交通省作成ガイドライン（マニュアル）は

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｌｉｔ．ｇｏｊｐ月ｉｄｏｓｈａ／ａｎｚｅｎ／０３ｓａｆｅｔｙ／ｈｅａｌｔｈ．ｈｔｍｌを参照すること。

※「Ｕ④‐２」について、取扱規程を作成し、その規程に基づいて健康管理を実施しており、その結果として検査対象者が

いない場合等については、検査を受診していなくても評価する。
※検査対象者が受診頻度に応じて検査を受診したこと、または受診する予定が確認できない場合は評価しない。

【上位事項任意資料Ｕ④－１記載欄】

匿

　

導入機器（導入目的）
１

　　

添付資料

　　

１居眠り警報装置（乗務員の体調調整の支援及び運転

　

居自民り警報装置の写真、取扱説明書、領収書事故防止のため）

【上位事項任意資料Ｕ④ー２記載欄】

項目 規程（○、×） 対象者
スクリ－－ンク
検査受診者 治療者

［１］睡眠時無呼吸症候群対策 ○ ３ 人 ３ 人 人

［２］脳血管疾患対策 〇 ２ 人 ｌ 人 Ｏ 人

［３］心臓疾患・大血管疾患対策 ○ ４ 人 ２ 人 Ｏ 人

［４］視野障害対策 ○ ４ 人 ４ 人 ｌ 人

・規程の対象者条件に一致する

※スクリーニング検査受診者数・治療者数…規程に基づいた受診頻度で受診した人数、治療者した人数

例：受診頻度が３年に１度であれば過去３年間の人数

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

５．④



２０２６年度申請用自己言平価シート

　　　

－÷ー綴 窯 「

　　　　　　　

‐

　　

一 一ヨ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

６．苦情処理

【上位事項あり】
・苦情に対して、遅滞なく弁明し、その記録・保存が適正になされているか。
・２０２５年度で、最も新しい苦情記録簿を営業所ごとに添付すること。
※過去１年間で苦情の発生がない場合は貴社の苦情記録簿のフォーマットを添付するこ
と。なお、営業所ごとに異なるフオーマットを使用している場合は、全ての営業所のフオー
マットを提出すること。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料 ２０２５年度で最も新しい苦情記録簿（提出単位：営業所） 必須

上位事項
任意資料 Ｕ

苦情についての社内周知体制が分かる資料（提出単位：営業所）
※法令遵守事項必須資料において社内で周知していることが確認できれば
添付不要（苦情記録簿に管理職以上の押印欄があること）
※苦情処理の記録や保存及び管理者職の確認等が社内規程等で定められ
ている場合には社内規程を添付すること

０又は× ー

営業所の名称 苦情受付年月日

日本営業所 ２０２５

　

年

　

４月

　

７日

新宿営業所 ２０２５

　

年

　

６月

　

１日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　

日

年

　　

月

　　　

日

※添付資料は独
※苦情記録の写

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

６．



２０２６年度申請用チェックリスト

　　　　　　　　　　　　

６． 苦 情 処 理

　

チ ソクリスト

【添付資料】（提出単位：営業所）
２０２５年度で各営業所で最も新しい苦情記録簿を営業所ごとに１枚ずつ添付していただきます。

【添付資料に関する解説】
本評価項目では、法令で定められた苦情記録簿の記載項目を網羅しており、また、記載項目に空欄はな
いかを確認します。

【注意事項】
以下の内容が貴社の苦情記録簿に記載されているかチェックしてください。

法令で定められた記載項目
貴社
チェック
審査員
チェック

苦情の内容

（１）苦情の具体的内容 ○

（２）申出経緯 ○

（３）申請者の住所・氏名 ○

（４）苦情の発生年月日 ○

（５）発生場所または区間 ○

（６）運転者の氏名 ○

２

原因究明の結果

（１）事実関係を調査した上で明らかになった苦情が発生した原因 ○

（２）類似の苦情が以前に発生していないかどうかについての調査結果 ○

３ 苦情に対する弁明の内容（弁明時点での内容） ○

４ 改善措置 〇

５ 苦情処理を担当した者 〇

【関係夕

　

刊
旅客自動車運送事業運輸規則

　

第３条

６． チェックリスト



２０２６年度申請用自己評価シート
「」会社宅

　

ｒ１

　　　　

日〆豚需観想欄

　

「 ＝

７．加入保険

　

①社会保険等

【上位事項なし】
・加入対象者が社会保険等に適切に加入しているか。下の回答欄の当てはまる方に○を記
、 ること。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

上位事項
任意資料 なし

加入保険の種類 回答欄（当てはまる方に○を記載）

労災保険に加入しているか ○ はい いいえ

加入対象者全員が雇用保険に加入しているか ○ はい いいえ

加入対象者全員が健康保険に加入しているか ○ はい いいえ

加入対象者全員が厚生年金保険に加入しているか ○ はい いいえ

名及び未加入

※加入対象者で加入していない

　

がいる

　

口に－

　　

ロ の

　　　

び理

　　　　

の

　　

、言 事項」こ

記載すること。
■労災保険

　

雇用形態・勤務形態にかかわらず、全ての労働者が加入の対象となります。
■雇用保険

　

正社員・契約社員・アルバイト等の雇用形態にかかわらず、以下に該当する労働者は全て

　

加入の対象となります。

　

・１週間の所定労働時間が２０時間以上であること。

　

・３１日以上継続して雇用が見込まれること。
■健康保険（特定適用事業所の条件は下記と異なります）

　

正社員・契約社員・アルバイト等の雇用形態にかかわらず、以下に該当する労働者は全て

　

加入の対象となります。但し、臨時的な雇用の場合は除きます。

　

・１ヶ月の所定労働日数及び１週所定労働時間が、常時雇用者４分の３以上であること。
■厚生年金保険

　

加入対象は健康保険と同一です。

※７０歳以上の方は基本的に厚生年金保険を脱退し、７５歳以上は健康保険も脱退することになります。

７．①

その他
特記事項



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　

「．装紅彊

　

「－

　　　　

日ギ訳 閑超粛雷轍
－－－１

７．加入保険

　

②任意保険等

【上位事項なし】
・賠償責任保険等（対人の限度額が１事故につき無制限、対物の限度額が１事故につき
２００万円以上のもの）に加入しているか。
・２０２６年３月３１日現在で有効な貸切車両全ての保険証券の写しを添付すること。

添付資料

資料名 添付資料の

　

有無 配点

法令遵守事項
必須資料

２０２６年３月３１日現在で有効な全車両の保険証券
（車両の登録番号と対人対物の賠償限度額が分かるもの）
（提出単位：事業者）

必須

上位事項
任意資料 なし

※対人の限度額が無制限以外、対物の限度額が２００万未満の事業者は理由をその他特記事項に記載してください。
※有効な保険証券が提出できない等の理由がある場合は、「その他特記事項」欄に提出できない理由を記載してください。

満

　

期

　

日 対人賠償限度額 対物賠償限度額 引受保険会社

２０２６

　

年

　

３ 月

　

３１ 日 無制限 無制限 東京保険㈱

年

　　

月 引受保険

　　　　　

し、。

　　　　　

保険証は‘

年

　　

月

　　

日

１

　　　　　　　　　　

′
引受保険…
し、。
保険証は‘

年

　　

月

　　　

日

年

　　

月

　　

日

して〈ださ

その他
特記事項

記載上の注意点
①記載欄が足りない場合は、シートを増やしてください。

７．②



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　

．

　

会社名

　

ー 日本バス

　

、，株

　　　　　　

１

８．関係機関との連携

【上位事項のみ】
・都道府県バス協会に加盟しているか。都道府県バス協会に加盟していない場合、運輸
局等と接続されたインターネットにて情報（通知・通達文書等）の確認をしているか。
ーまた、事故及び運行の安全にかかわる事件等が発生した場合には、情報を迅速に把握
し、関係行政機関、関係部署等に連絡できるような体制となっているか。

資料名

次のいずれか（提出単位：事業者）
【都道府県バス協会に加盟している場合】
・加盟している協会名を記載すること（添付資料不要）

　　　　　　　

，県ハス

　

云こロ皿 ていまし

樽観ＩＵＩＩ次盤密書の両方力ざ必要

　

、 一

添付資料

添幅髪初

　

配点

　

Ｉ

又はＸ

又は×

　　

２

※上位事項任意資料に
ついては、上位事項を満
たす添付資料がある場
は○、ない場合は×を記
載してください。

を叢書翼言Ｕ２

からインターネットにて送信された情報を確認しているこ
とが分かる資料（通知・通達文書等及び通知・通達等を受信したメー
ル本文）
県バス協会に準じた機関で実施されている研修等に年に

１回以上参加していることが

次の①～③が全て記載された事故及び事件に関する書類（提出単
位：事業者）
①緊急連絡担当者【※１１が決められていることが分かる組織図
②運輸支局等へ速報として報告する必要のある事故【※２１・事件（
件の予告を含む）【※３１がそれぞれ確認できる業務フロー等の書類
③速報として連絡すべき運輸支局等の連絡先及び報告すべき事項
が分かる書類

※添付資料は独自フオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。
※１緊急連絡担当者はｒ緊急時の連絡体制の中で運輸支局等への連絡を担う者」のこと。
※２「自動車事故報告規則第４条」に定めにより運輸支局等に速報しなければならない事故。
※３「特定重大事件（バスジャック等）」、「重大事件（乗客、乗員に死者が出た事件等）」及び「事件の予告」。

加盟、．況
（どちらかに○印）

各都道府県バス協会

　　

への加盟
（日本バス協会

　

会員）

加盟している

加盟している都道府県バス協

　

東京パス協会

、 バス

　　

が

　

・

加盟していない

　

記載すること。

８．

その他
特記事項



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　　　　　　　　　　

日 おバラ司圏躍楓ｒ÷÷

　　

」１

　　　　　　　　　　　　　　　

１「÷雲霧ｒ窪霊
［
「

９．その他

　

表彰

【上位事項のみ】
・事業者独自の無事故運転者表彰を制定しているか。若しくは警察署などの外部機関か
ら輸送の安全に関する事項で表彰された実績があるか。

添付資料

　　　　　

ー

　

ー次の書類のうちいずれか１っ（提出単位：事業者）

を鰯ＩＵＩ灘重慶酷鰯雲冨宣誓誉重電冨雷電豊麗麗藁蟹 又は× ２

から輸送の安全に関する事項で表彰された実績を示す資料（表彰状等）

※添付資料は独自のフオーマットでかまいませんが、Ａ４版に拡大縮小のうえ添付願います。

②については、２０２４年３月３１日以前の資料では評価の対象になりません。
※上位事項任意資料については、上位事項を満たす添付資料がある場合は○、ない場合は×を記載してください。

９．

その他
特記事項



２０２６年度申請用自己評価シート

計画＜Ｐーａｎ＞
－

　

会社名

　

ー 日本バス観光㈱

　　　　　

Ｉ

Ｐ①

１運輸安全マネ 淋 取組むために輸送の安全の確保ｒか て責任ある体１制を構築しているか。

＜添付資料チ ソクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

組織図等の資料は、役職名、氏名が記載されている
ものを提出してください。

添付資料の

　

有無 配点

平価＼／
経営者は、法令遵守、安全最優先を基本とした安全方針（安全に関する基本方
針）を作成しているか。

○又は×

２平価基準２
組織体制、指揮命令系統等の組織図を作成するなど必要な措置を講じているか。
また、安全統括管理者は、運行管理、整備管理が適正に行われているよう両管理
者を統括管理し、安全の確保に関する事務の統括管理を行っているか。

○又は×

平価基準３
『安全統括管理者の選任及び届出』と『安全管理規程の作成及び届出』を行って
いるか。

○又は×

ものを提出

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準１

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料安全管理規程の安全方針を記載したページの写し

添付資料例安全方針が記載されている資料（安全管理規程、社員携帯カード、掲示物等）

評価基準２

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料指揮命令系統組織図

添付資料例組織体制図、指揮命令系統の組織図、緊急連絡体制図等

評価基準３

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料
①安全統括管理者選任（解任）届出書
②安全管理規程届出書及び全文

添付資料例
①運輸支局等の受付印のある安全統括管理者選任届出書Ｇ添付書類を含む）
②運輸支局等の受付印のある安全管理規程届出書及び全文

Ｐ

　

①



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

， 会社名

　

， 日本バス観光㈱

　　　　

１

計画＜Ｐ１ａｎ＞
Ｐ②

運輸安全マネジメントの基本的な方針を策定し、全従業員に周知しているか。

＜添付資料チ ソクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容 添付資料の

　

有無
配点

評価基準４
経営者は、安全方針（輸送の安全に関する基本的な方針）を社内に周知している
か。

○又は×

ー

評価基準５
経営者は、関係法令の遵守と輸送の安全確保が最も重要であるという意識を社
内に周知しているか。

○又は×

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

言平価基準４

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料安全方針を記載した社員携帯カード

添付資料例安全方針を周知していることがわかる資料（社内掲示物の写真、社内報等）

評価基準５

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料安全方針を掲載した社員携帯カード

添付資料例
従業員に対して関係法令の遵守と輸送の安全確保が最も重要であると周知して
いることがわかる資料（社内掲示物の写真、社内報等）

Ｐ

　

②



２０２６年度申請用自己評価シート

計 画 ＜Ｐ，ａｎ＞

　　

１ 会社名 １ 日本′飲観光㈱

　　　

Ｉ

Ｐ③

いるか。また、事故件数その他の具体的な指標を用いて輸送の安全に関するー
安全に対する艶施策を確綜・社内・グループ企業に 灘 徹底を行って１
目標を設定しているか。

＜添付資料チ ツクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容 添付資料の

　

有無 配点

平価基準６ ２
０２５年度に経営者は、安全方針を実現するための安全目標を１年ごとに作成して
いるか。

○又は×

Ｉ
平価基準７

２０２５年度にグループ企業にあっては、傘下の企業が密接に協力し一丸となって安
全性の向上に努めているか。
（グループ企業がある事業者のみ対象。グループは自動車運送事業に限る。）

０又は×

評価基準８ ２０２５年度に輸送の安全に関する投資額の具体的な目標を設定しているか。 ○又は× Ｉ

※評価基準７について、グループ企業がない場合はコメント欄にグループ企業がないことを記載してください。

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準６

コメント（言平価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料２０２５年度の安全目標

添付資料例事故件数の削減等具体的な安全目標が記載されている資料

評価基準７

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料グループの安全方針を記載した掲示物

添付資料例
グループ安全方針、グループ企業内の安全に関する合同研修の実施記録

　

等
（グループ企業がない場合はコメント欄にグループ企業がないことを記載する。）

評価基準８

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料２０２５年度の予算計画書

添付資料例輸送の安全に関する予算額がわかる資料（予算計画書等）

Ｐ

　

③



２ｏ２６年度申請用自己評価シ．ト

　　　　

ー

　

会社名

　

， 日本バス観光㈱

　　　　

１

計画＜Ｐ１ａｎ＞
Ｐ④

輸送の安全に関する計画を作成しているか。

＜添付資料チ ソクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容
添付資料の

　

有無 配点

評価基準９ ２０２５年度に経営者は、安全目標を達成するための安全計画を作成しているか。 ○又は× ２

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準９

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料２０２５年度

　

安全教育実施計画

添付資料例安全計画がわかる資料（年間教育計画表等）

Ｐ

　

④



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

． 会社名

　

， 日本バス観光㈱

　　　　　

１

実施＜Ｄｏ＞
Ｄ⑤

輸送の安全に関する研修等を実施しているか。

＜添付資料チ ソクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容
添付資料
の有無 配点

平価基準１０２０２５年度に運転者に対して、安全運行に必要な教育部１練を定期的に実施し、記録しているか。 ○又は× “

平価基準１１

２０２５年度に経営者は安全に係る者に、外部機関が主催する輸送の安全に関する研
修会・講習会等を受講させているか。
（１）国土交通省の認定セミナーを受講した場合は２点。
（２）国土交通省の認定セミナー以外の受講は１点。

○又は× ２

平価基準１２

２０２５年度に運転者の安全に資する技能（連歌実技）等の同上に努めているか。
・高度な実技訓練を実施している場合は３点、それ以外は２点
※高度な訓練（例）

　

・安全運転中央研修所、クレフィール湖東等専門機関での訓練

　

・雪上での走行訓練

　

・山岳道路（長い下り坂等）での走行訓練

○又は× ３

評価基準１３

２０２５年度に運転者に対して次の内容の教育及び研修を実施しているか。
次の書類全て（①、②が両方必要）
①運転者等の年齢、経歴、能力に応じたもの
②知識普及、問題解決、参加体験型（一方的な講義ではない方式）

○又は× Ｉ

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準１０

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料指導監督実施計画／記録

添付資料伊運転者に対し、定期的に教育・訓練を行っていることがわかる資料

平価基準１１

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料運輸安全マネジメント研修会資料

添付資料伊安全に係る者が外部機関の主催する輸送の安全に関する研修会・講習会等に参加したことがわかる資料

評価基準１２

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料エゴドライブ研修の教育記録

添付資料例運転者の安全に資する技能（実技）等の向上に努めたことがわかる資料

評価基準１３

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料
①入社年次別教育記録
②危険予知トレーニング教育記録

添付資料例

茨鰯①②．Ｅ宅必要一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－－ー

①運転者等の年齢、経歴、能力に応じた教育を行ったことがわかる資料
②一方的な講義ではない方式の教育を行ったことがわかる資料

Ｄ

　

⑤



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

， 会社名

　

， 日本バス観光㈱

　　　　

１

実施＜Ｄｏ＞
Ｄ⑥

事故、災害等に関する報告連絡体制を構築しているか。

＜添付資料チ ソクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容 添付資料の

　

有無 配点

評価基準１４
経営者は、重大事故が発生した場合の対応方法（負傷者の処置、旅客の誘導
等）を決めているか。

○又は× Ｉ

評価基準１５
事故が発生した場合、経営者まで、事故の情報が現場から報告される体制ができ
ているか。

○又は× Ｉ

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準１４

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料事故発生対応マニュアル、運行管理規程（事故発生時の対応方法の部分）

添付資料例重大事故が発生した場合の対応方法がわかる資料（事故対応マニュアル等）

評価基準１５

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料緊急連絡体制図

添付資料例事故発生時に経営者まで報告されていることがわかる資料（緊急連絡体制図等）

Ｄ

　

⑥



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

． 会社名

　

， 日本バス観光㈱

　　　　

１

実施＜Ｄｏ＞
Ｄ⑦－１

輸送の安全に関する重点施策を実施するための費用支出及び投資、あるい
は情報の共有及び伝達を行っているか。

＜添付資料チ ツクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

＼評価基準１６については輸送の安全に必要な設
備投資をしたことが分かる資料と人員を配置し
たことが分かる資料どちらも必要です。

内容 添付資料の

　

有無
配点

評価基準１６
葡岡５年度に経営者は、輸送の安全に必要な設備投資や人員の配置等を行って
いるか。

○又は× Ｉ

評価基準１７
２０２５年度に社内において、現業部門を交えて輸送の安全に関する定期的な会議
（委員会等）を行っているか。

○又は×

Ｉ
評価基準１８２０２５年度に経営者は、社員から意見・要望を聴いたりしているか。 ○又は×

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準１６

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料
①デジタルタコグラフの領収書
②車両稼働実績に基づく人員配置計画表

添付資料例
①輸送の安全を確保するために必要な設備投資を行ったことがわかる資料
②人員配置計画を検討し、計画に沿って人員を配置したことがわかる資料

評価基準１７

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料事故防止対策委員会

　

議事録

添付資料例現業実施部門と直接話す機会を作っていることがわかる資料

評価基準１８

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料意見交換会

　

議事録

添付資料例経営者が現場の社員の意見や要望を聴いていることがわかる資料

Ｄ

　

⑦－１



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

． 会社名

　

－ 日本バス観光㈱

　　　　

１

実施＜Ｄｏ＞
Ｄ⑦ー２

輸送の安全に関する重点施策を実施するための費用支出及び投資、あるい
は情報の 共有及び伝 達を行っているか。

　　　

言平価基準，９で事故事醗添付する場合は、事
故の原因及び再発防止策が示されていないと
加点されません。

＜添付資料チ ツクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明でき

　　　　

添付してください。

内容

　　　　　　　　

添付躍
斗の

　

配点

評価基準・９饗馬鹿喜寿蓮葉療養瀦歴墜落の用漣に署長≧
又は事故事例（他社の事例１も ○又は×

　　　　　

２０２５年度に安全統括管理者などは、安全目標の達成に向けた管理体制を確立
評価基準２０

　

し、社員（運転者を含む）を指揮・指導をしたり、安全計画の取組を積極的に行っ

　

０又は×

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準１９

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料運転者から提出されたヒヤリノぃソト調査票、事故情報回覧簿

添付資料例
ヒヤリ・ハット情報（自社の事例に限る）または事故事例（他社の事例も含む）を活
用したことがわかる資料

評価基準２０

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料安全統括管理者から発出した全国交通安全運動の取組内容についての通達

添付資料例
安全に係る者が『安全計画』に積極的に取り組んでいることがわかる資料（安全
統括管理者等が発した通達類など）

Ｄ

　

⑦－２



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

ー

　

会社名

　

－ 日本バス観光㈱

　　　　　

ー

点検＜Ｃｈｅｃｋ＞
Ｃ⑧

輸送の安全に関する内部監査・チェックを実施しているか。

＜添付資料チ ツクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容
添付資料の

　

有無 配点

評価基準２１２
０２５年度に監査の客観性を確保できる者を監査員として選任し、選任した監査員に
必要な教育・訓練を実施しているか。

○又は×

２評価基準２２２
０２５年度に内部監査を行う計画及びスケジュールを立てているか。また、内部監査
の手順書を作成しているか。

○又は×

評価基準２３
２０２５年度に内部監査を少なくとも年１回、あるいは、重大事故等が発生した際、必
要に応じて適宜行っているか。また、監査員は、内部監査を行った結果を経営者に
報告しているか。

○又は×

※評価基準２３ではでは中小規模事業者向けの「安全管理の取組状況の

　

己チェックリスト」の

　

・で｛

　　

ロ

　　　　

ロ日

　　

て

評価しません。

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準２１

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料内部監査員の選任書・内部監査員への教育記録

添付資料例監査員選任書及び監査員への教育を行ったことがわかる資料

評価基準２２

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料
①内部監査年間計画表
②内部監査手順書

添付資料例
①内部監査の計画及びスケジュールがわかる資料
②内部監査の手順がわかる資料

評価基準２３

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料内部監査報告書

添付資料例内部監査結果を経営者に報告していることがわかる資料（監査報告書等）

Ｃ

　

⑧



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

ー

　

会社名

　

－ 日本バス観光㈱

　　　　

１

改善＜Ａｃｔ＞

　

Ａ⑨ ー１
（全事業者）

輸送の安全に関する業務の改善措置を講じているか。

＜添付資料チ ンクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容
添付資料の

　

有無
配点

評価基準２４
２０２５年度に事故の再発防止策を社内で検討し、作成した改善策が周知・実施さ
れているか。

○又は× Ｉ

＜評価基準に対するコメント＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準２４

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料社内で検討した事故の再発防止策を掲出した掲示板の写真

添付資料例
事故の再発防止策を社内で検討し、作成した改善策を周知・実施したことがわか
る資料

Ａ ⑨－１



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

． 会社名

　

， 日本バス観光㈱

　　　　

１

改善＜Ａｃｔ＞
Ａ⑨ー２

輸送の安全に関する業務の改善措置を講じているか。

＜添付資料チ ツクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容 添付資料の

　

有無
配点

評価基準２５
２０２５年度に経営者は、少なくとも年に１回は安全の確保に向けた取組状況（安全
目標、安全計画、安全管理の取組体制、情報の伝達体制、事故防止策、教育・訓
練等）を点検し、問題があれば改善しているか、また、それらを記録しているか。

○又は× ー

＜評価項目に対するコメント＞

貴社における取組が各詳細項目を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。
※詳細項目１～３はコメントのみ記載。詳細項目４～６はコメント記載と添付資料が必要。

評価基準２５
（詳細項目）

詳細項目１輸送の安全の確保に関する安全統括管理者の意見は尊重されているか。

コメント

のみ （評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

詳細項目２
経営者は、会社全体のバス事業の安全管理体制の見直しに主体的に関与してい
るか。

コメント
のみ （評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

詳細項目３
安全統括管理者は、経営者に対し、必要な改善の意見具申を行い、必要な改善
措置を講じているか。

コメント
のみ （言平価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

詳細項目４
輸送の安全に関する内部監査を事故発生時の他、年１回以上定期的に行い、必
要な是正措置又は予防措置が講じられているか。

添付資料運輸安全マネジメント委員会

　

議事録、内部監査報告書

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

詳細項目５利用者からの輸送の安全に関する意見・要望を収集し、改善につなげているか。

添付資料利用者からの意見・要望等が確認できるアンケート調査票・苦情記録簿

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

詳細項目６
必要に応じて、利用者に対し、利用者の不適切な行動が輸送の安全の確保に影
響を与えるおそれがある等の安全啓発活動を行っているか。

添付資料シートベルト着用を促すステッカー

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

Ａ

　

⑨－２



２ｏ２６年度申請用自己評価シート

　　　　

， 会社名

　

ー 日本バス観光㈱

　　　　　

１

情報公開⑲

輸送の安全に係る情報公開を適切に実施しているか。

＜添付資料チ ツクシート＞

貴社における取組が各評価基準を満たしていることを証明できる資料を添付してください。

内容
添付資料の

　

有無
配点

評価基準２６ 利用者（外部）に対して輸送の安全に係る情報公開を適切に実施しているか。 ○又は× ２

＜評価基準に対するコメント＞
貴社における取組が各評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載してください。

評価基準２６

コメント（評価基準を満たしていると考える根拠や添付資料に関する説明を記載する）

添付資料運輸安全報告書（２０２５年度版）

添付資料例ホームページの掲載内容、来客窓口へ掲示した写真、運輸安全報告書

　

等

＜詳細項目チェックリスト＞
次の内容について、貴社が情報を公開している項目に○を記載してください。
※全

　　　

全言，，項目対象

内容 貴社チェック 審査員

羊細項目１ 輸送の安全に関する基本的な方針（安全方針） ○

羊細項目２ 輸送の安全に関する目標（安全目標）及び目標の達成状況 ○

羊細項目３ 事故に関する統計 ○

羊細項目４ 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置 〇

羊細項目５ 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制 ○

羊細項目６ 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 〇

羊細項目７
輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措
置恒

○

羊細項目８ 安全管理規程 ○

羊細項目９ 安全統括管理者 ○

３の

　　　

－，言

　　　

、

　

貝畢頃双１

　

貝

　　　　　

言・
の内訳、重大事故・軽微事故の内訳など、事故の内容について分類を行ったものがあれば良い。
※詳細項目６には、初任運転者に対して行う安全運転の実技指導のインターネット等での公表を含む。

情報公開⑲


